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1.1 立体横断施設 
 

1.1.1 基準 

 

立体横断施設については、「立体横断施設技術基準･同解説(日本道路協会 昭和54年)」および「建設

省制定土木構造物標準設計(横断歩道橋･地下横断歩道)」によるものとする。 

なお、立体横断歩道施設の設置については、本局(道路計画課)と協議するものとする。 

また、景観に関しては「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン（一般財団法人日本みち研究所 平

成29年）」の趣旨を踏まえた設計が必要である。 

 

 

【解  説】 

横断歩道橋および地下横断歩道は、歩行者等と車両を立体的に処理するものであり、信号機や横断歩道

のように時間的、平面的に処理するものと異なり、歩行者等の安全の確保はいうまでもなく、車両交通の

安全かつ円滑な流れを確保するという副次的効果がきわめて大きいという利点がある反面、多大の工費を

伴うという欠点がある。従って、その設置にあたっては、設置箇所の交通の状況、道路の状況等を十分分

析し、利用度の高い効率的な施設となるようにすることが必要である。 

設置の方法等については「立体横断施設技術基準」に定められている。 

 

(1) 設置基準の概要 

1) 単路または信号機のない交差点に設置する場合 

① 単路または信号機のない交差点において、ピーク1時間あたりの横断者の数が100人以上、かつ、

その時間の道路の往復合計交通量と横断幅員が、それぞれピーク1時間あたり横断者数に応じ図

1.1.1の斜線で示す範囲内(ただし、特別の場合にあっては点線で示す範囲内)にある場合には、

必要に応じ立体横断施設を設置することができる。 

② 前項の立体横断施設で特に学童(幼稚園児を含む)の横断を目的とする場合は、前項の規定にか

かわらず図1.1.2の斜線で示す範囲内(ただし、特別の場合にあっては点線で示す範囲内)にある

場合には、必要に応じ設置することができる。 

③ 単路または信号機のない交差点において、下記の各号のいずれかに該当する場合には、前2項

の規定にかかわらず、必要に応じ立体横断施設を設置することができる。 

ⅰ) 横断者群が待機できる十分な幅員をもった中央分離帯または安全島を有しない車道幅員

25m以上の道路を横断する場合。 

ⅱ) 横断者数が常時きわめて多い場合。 

ⅲ) 連続した高速走行が可能な道路を横断する場合。 

ⅳ) その他、立体交差の取付部付近、および踏切から200m以内の場所または視距が道路構造令

に定める値以下の場所等の特殊な場合で、横断者を自動車交通から完全に分離しなければ横

断者の安全確保が困難な場合。 

  

図1.1.1 図1.1.2 

出典：立体横断施設技術基準･同解説日本道路協会 昭和54年1月 

【H31.04 改訂】 
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2) 信号交差点に設置する場合 

現に信号機が設置されている交差点において下記の各号のいずれかに該当する場合には、必要に

応じ立体横断施設を設置することができる。 

① 横断者が著しく多いか、または広幅員の信号交差点において横断者が横断を完了するのに相

当の時間を要するため、危険が予想される場合。 

② 右折および左折交通量が多い信号交差点において、右左折車による横断者の事故が多発する

おそれのある場合。 

③ 車両交通のあい路となっている三差路または複雑な交差点で横断者にとって著しく危険とみ

なされる場合。 

3) その他で設置する場合 

上記①､②に挙げた条件に該当しない場合においても、道路構造、交通状況等で信号機等の設置に

よっても事故防止が期待できない場合には設置する事ができる。 

 

 

1.1.2 形式の選定 

 

立体横断施設の形式の選定にあたっては、地形、沿道の土地利用状況および地下の利用状況、計画等

を十分検討のうえ、最適な形式を選定しなければならない。 

この場合に以下の各号のいずれかに該当し、しかも防犯上の問題がないと認められる場合には、地下

横断歩道とすることが望ましい。 

 

(1) 地下横断歩道とした場合、横断歩道橋に比べて昇降高さがかなり低くできる場合。 

 

(2) 住居地域および商業地域において、沿道条件等により横断歩道橋の設置が困難な場合、または、

風致地区で特に景観を重視する場合。 

 

(3) 地形的条件から地下横断歩道にすることが、横断歩道橋よりも適している場合。 

 

(4) 積雪寒冷地域であって、特に冬期の積雪の激しい地域に立体横断施設を設置する場合。 

 

 

【解  説】 

立体横断施設の形式については、歩行者等の利用しやすい形式を選ぶことが必要であり、横断歩道橋と

地下横断歩道を比較すると次のような長所、短所が考えられる。 

 

 

表1.1.1 横断歩道橋と地下横断歩道の長所、短所 

項 目      横断歩道橋 地下横断歩道 

利用上の便利さ × 〇 

快 適 さ        悪天候の場合は× 悪天候の場合は〇 

防 犯        〇 × 

美 観        × 〇 

沿道への影響        × 〇 

建 設 費        〇 × 

維 持 管 理 費        〇 × 

施 工 の 難 易        〇 × 

 

形式については昇降式(エレベーター)、スロープ等についても検討する。 

 

【H19.04 改訂】 
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1.1.3 幅員 

 

立体横断施設の幅員は表1.1.2の値以上を用いる。 

 

表1.1.2 立体横断施設の幅員 

 横断歩道橋 地下横断歩道 

一般部 2.0m(3.0m) 3.0m(4.0m) 

階段 2.0 3.0 

斜路 3.0 4.0 

斜路付階段 2.6 3.6 

注) 1.一般部とは、階段、斜路及び斜路付階段以外の部分をいう。 

  2.( )は自転車、乳母車、車椅子等の利用を考慮する場合。 

  3.斜路付階段の斜路部分の幅員は0.6mを標準とする。 

 

立体横断歩道施設設置後の歩道等の残存幅員は、歩行者等の通行の用に供する幅員の連続性を確保す

る観点から、歩道にあっては2m以上、自歩道にあっては3m以上確保しなければならない。 

 

 

 

1.1.4 交通量 

 

当該箇所の交通量は既存道路については施工後5年、新設道路については完成後5年時点の交通量を使

用すること。 

 

 

 

1.1.5 防護柵 

 

防護柵は児童などのよじ登りを防止するために縦桟構造を採用することが望ましい。また、幼児がす

り抜けて転落する恐れも考慮して、桟間隔及び部材と路面との間隔を150mm以下とすることが望まし

い。 

 

 

【解  説】 

・防護柵の設置基準・同解説（令和3年3月）p75に記載されている“歩行者自転車用柵”桟間隔及び部材と

路面の間隔については、近年の幼児落下事故を踏まえて150mm以下とすることが望ましい。 

【R07.04 改訂】 
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1.1.6「交通バリアフリー法」に基づく重点整備地区に対する立体横断施設 

 

重点整備地区における立体横断施設は、「移動円滑化された立体横断施設」について検討することとする。 

 

 

【解  説】 

（1）路上横断施設による移動の確保が困難で、新たに特定経路上に移動円滑化された立体横断施設を設

置する場合は、沿道住民・利用者の意見が反映されるよう留意して設置を決定するものとする。 

（2）特定経路を構成する道路上に既設の立体横断施設がある場合には、併設する路上横断施設によって

高齢者、身体障害者等を含む歩行者が道路を円滑かつ安全に、横断可能な場合を除き移動円滑化を図

るものとする。 

（3）歩道上に出入口を設置する場合は歩行者の主動線を考慮した上でその位置を決定することが望まし

い。移動円滑化された立体横断施設設置後の既設歩道等の有効幅員は、原則として歩行者交通量が多

い歩道においては3.5m以上（その他の道路では2m以上）、歩行者交通量が多い自転車歩行者道において

は4m以上（同、3m以上）確保しなければならない。 

 

 

1.1.7 横断歩道橋の耐震設計と耐久性能の確保 

 

横断歩道橋の耐震設計と耐久性能の確保については、当面の間は下記により検討することとする。 

 

 

（1） 耐震設計について 

1）「立体横断施設技術基準および道路標識設置基準について」（昭和53年3月22日付 都街発第13号 道

企第14号）の3-8地震の影響について、「道路橋耐震設計指針」とあるのを「橋、高架の道路等の技術

基準」と読み替え、横断歩道の耐震設計においては、平成24年道路橋示方書Ⅴ耐震設計編（H24道示Ⅴ）

を適用する。 

2）横断歩道橋の耐震性能の設定にあたっては、安全性、供用性、修復性の観点のほか跨ぐ道路の建築限

界を考慮し、地震後の横断歩道橋の各部材の限界状態を設定する。 

3）階段部（接合部）については、これを適当な構造にすることにより耐震設計において階段部にも地震

の影響による荷重を分担させることもできる。階段部を含む階段部の構造については、必要に応じて、

これらの観点からの構造の合理化について検討するのがよい。 

 

（2） 耐久性能の確保について 

・横断歩道橋の耐久性確保の方法を検討するにあたっては、維持管理に関わる制約事項、部材等の機能、

異常の発見と措置の容易さの程度、経済性等を勘案する。 

  少なくとも、上部構造の地覆や床板、階段部（接合部）、階段部（踏み板、蹴上げ）、落橋防止構造

等については、横断歩道橋定期点検要領（平成31年2月 国土交通省道路局）の付録3の損傷例や平成

29年7月に改定された「橋、高架の道路等の技術基準」Ⅰ共通編6章も参考に、長寿命化並びに維持管

理の確実性と容易さを向上させるための検討を行うこと。 

 

（3） その他 

・「建設省土木構造物標準設計第5巻」（昭和60年2月22日 建設省技調発第90号）を参考にする場合、（1）、

（2）を考慮したときには必ずしも合理的な構造ではない場合もあることに留意すること。 

 

（令和2年6月24日付 事務連絡 横断歩道橋の耐震設計と耐久性能の確保に係る当面の取扱いについて） 

 

 

 

【R03.04 改訂】 
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1.2 防護柵 

 
 

 

 防護柵について下記以外は、「防護柵の設置基準・同解説 ボラード設置便覧」（日本道路協会 令和3

年3月）に準拠すること。また、景観については「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」(平成29年

10月)を参考とすること。 

 

 

 

1.2.1 車両用防護柵の設置場所･適用区間 

 

(1) 設置の必要性 

 車両用防護柵の設置に際しては、路外を含む道路の状況および交通の状況を十分に踏まえた総合

的な検討を行うものとする。特に防護柵以外の方法で安全確保を図る方策がないかについて、十分

な検討が必要である。 

 

(2) 設置場所 

 車両用防護柵は、路側に設置する場合は路側用車両用防護柵(種別C、B、A、及びSB)を、分離帯に

設置する場合は分離帯用車両用防護柵(種別Am及びSBm)を、また、歩車道境界に設置する場合は歩車

道境界用車両用防護柵(種別Bp、Ap)を用いるものとする。 

 

(3) 適用区間 

 車両用防護柵は、設計速度及び設置する区間に応じて、原則として、表1.2.1に示す種別を適用す

るものとする。 

表1.2.1 種別の適用 

設計速度 一般区間 
重大な被害が発生す

るおそれのある区間 
備  考 

80㎞/h以上 

A、Am 

SB、SBm 高規格道路（自動車

専用道路） 

ランプ 60㎞/h以下 SC、SCm 

60㎞/h以上 B、Bm、Bp A、Am、Ap 
一般国道 

50㎞/h以下 C、Cm、Cp B、Bm、Bp注） 

※  コンクリート防護柵（壁高欄）の場合は重大被害区間に準ずる。 

注) 設計速度40㎞/h以下の道路では、C種を使用することができる。 

 

(4) 防錆・防食処理 

 車両用防護柵に用いる金属材料などのうち、錆または腐食が生じる材料は、JIS規格または同等

以上の効果を有する方法により防錆・防食処理を施すものとする。 

 防錆・防食・塗装等の表面処理について、地域環境・景観および気象条件を勘案して対策を検討

する。 

 

 

【R07.04改訂】 
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【解  説】 

(1) 設置の必要性 

 車両用防護柵の必要性は、現地の状況により異なるため、実際に車両用防護柵を設置するか否かは、

路外を含む道路の状況および交通の状況を十分に踏まえた総合的な判断が必要である。また、防護柵

が景観に大きな影響を与える施設であることを考慮し、景観を含めた良好な道路空間形成の観点から

柵以外の方法で道路利用者などの安全確保を図る方策がないかについても、十分検討を行うことが望

まれる。防護柵を設置する場合は、「防護柵の設置基準・同解説 ボラード設置便覧」（日本道路協会 令

和3年3月）図-2.1.1路外の危険度が高い区間を参照し、設置区間を検討するものとするが、斜線の範

囲については基本的には車両用防護柵の設置を検討するものの、例えば走行速度が低いまたは路側余

裕がある程度あるなど路外逸脱の可能性が低いと考えられる場合などにおいては車両防護柵を設置し

ないことができると考えられる。 

 

(2) 設置場所 

 車両用防護柵は、変形性能、配慮すべき構造の差異などから路側･分離帯･歩車道境界の設置場所に

適した用途を有するものを用いるものとしている。 

 

(3) 適用区間 

 防護柵の設置区間を、一般区間、重大な被害が発生するおそれのある区間に区分し、逸脱防止を図

ることを基本として防護柵の種別の適用が規程されている。 

 

(4) 防錆・防食処理 

 鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合（支柱を土中に埋め込む場合であっても地表面にコ

ンクリートで覆う場合を含む）において、支柱地覆部の比較的早期の劣化が想定されるような場所に

は、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて、支柱地覆部の防錆・防食強化を図るものと

する。 

 なお、詳細については、「防護柵の設置基準・同解説 ボラード設置便覧」（日本道路協会 令和3年3

月）を参考とする。 

 

（5）ランプと一般道との区分分けについては、基本的に以下のように考えるものとする。 

・IC部遮断機、IC部旋回場までは道路区分を「ランプ」とする。 

 

防 護 柵 種 別 適 用 区 間

旋 回 場

一 般 道 側ラ ン プ

遮 断 機

 

 

・道路区分が「一般道道路」区間で管理者区分が分かれる場合は、それぞれの管理者の基準を適用す

る。 

 

 

【R07.04 改訂】 
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1) 重大な被害が発生するおそれのある区間とは、重大な二次被害と重大な乗員被害であり、下記による

ものとする。 

① 路側高さ4m以上かつ法勾配１割以下の区間(盛土・崖・擁壁・高架等)。 

② 下り勾配で走行速度が高くなりやすい区間、線形条件が厳しく衝突角度が大きくなりやすい区間

など衝撃度が高くなりやすい区間。 

③ 運行頻度が高くかつ多数の乗客の利用が見込まれる大都市近郊鉄道、地方幹線鉄道との交差・近

接区間。 

④ 走行速度が高くかつ交通量の多い高速自動車国道、自動車専用道路などの交差・近接区間。 

⑤ 走行速度が特に高く、かつ交通量の多い分離帯設置区間。 

⑥ その他重大な二次被害のおそれのある区間。 

2) トンネル入り口部についてはA種防護柵とする。 

3) ガスタンクなどの危険物貯蔵施設に接近する区間についてはS種防護柵を検討すること。 

4) 分離帯に設置するガードレールについては車両の最大進入行程を考慮するものとする。 

5) 防護柵は除雪等を考慮してガードケーブルとするが、短区間の場合（端末防護を含む）等は、景観等

を考慮して形式を選定する。 

6) 設置延長は設置区間の前後各々20m程度延長して設置するものとする。 

7) 分離帯については、当該地の地形等により、ワイヤロープ式防護柵の設置も検討できるものとする。 

（詳細は「1.2.10 ワイヤロープ式防護柵」「1.2.11 ワイヤロープ式防護柵の道路線形」を参照すること。） 

また、適用範囲の拡大（長大橋およびトンネル）については「高速道路の暫定２車線におけるワイヤロー

プの取扱いについて」（令和3年7月8日付 事務連絡）を参照すること。） 

 

図1.2.1 一般国道防護柵種別の適用(車道部) 

【R05.04改訂】 

路側に設置 

重大な被害が発生す

るおそれのある区間 

B   種 

 

土  中 

 Gc-B(※1)-(※2)E 

Gp-B(※1)-(※2)E 

 Gr-B(※1)-(※2)E 

           

構造物 

 Gc-B(※1)-(※2)B 

Gp-B(※1)-(※2)B 

 Gr-B(※1)-(※2)B 

    

A   種 

 

土  中 

 Gc-A(※1)-(※2)E 

 Gp-A(※1)-(※2)E 

 Gr-A(※1)-(※2)E 

           

構造物 

 Gc-A(※1)-(※2)B 

 Gp-A(※1)-(※2)B 

 Gr-A(※1)-(※2)B 

 

分離帯に設置 

Bm  種 

 

土  中    Gr-Bm-4E 

構造物    Gr-Bm-2B 

有 

無 

Am  種 

 

土  中    Gr-Am-4E 

構造物    Gr-Am-2B 

有 

無 

重大な被害が発生す

るおそれのある区間 

設置箇所 

※1積雪ランク、※2支柱間隔は第6集を参照 

 

Gc：ガードケーブル 

Gp：ガードパイプ 

Gr：ガードレール 
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1)‘重大な被害が発生するおそれのある区間’は一般国道によることとする。 

2) Ａ種はガードケーブルを標準とするが、設置延長の短い箇所については、景観等に配慮して形式を選

定する。 

3) 設置延長は設置区間の前後各々20ｍ程度延長して設置するのが望ましい。 

4) 耐雪型については1.2.7 (4)-5を参照すること。 

5) 分離帯は両面ガードレールを基本とするが、当該地の地形等、やむを得ない場合は、ワイヤロープ式

防護柵の設置も検討できるものとする。（詳細は「1.2.10 ワイヤロープ式防護柵」「1.2.11 ワイヤロ

ープ式防護柵の道路線形」を参照すること。）また、適用範囲の拡大（長大橋およびトンネル）につい

ては「高速道路の暫定２車線におけるワイヤロープの取扱いについて」（令和3年7月8日付 事務連絡）

を参照すること。） 

 

 

図1.2.2 高規格道路（自動車専用道路）防護柵種別の適用 

【R07.04改訂】 

有 

無 

設置箇所 分離帯に設置 路側に設置 

有 

無 

重大な被害が発生す

るおそれのある区間 

重大な被害が発生す

るおそれのある区間 

A 種 

土  中  Gr-A-4E 

構造物  Gr-A-2B 

土  中  Gc-A-7E 

構造物  Gc-A-4B 

SB 種 

土  中  Gr-SB-2E 

構造物  Gr-SB-1B 

SC 種 

土  中  Gr-SC-4E 

構造物  Gr-SC-2B 

Am 種 

土  中  Gr-Am-4E 

構造物  Gr-Am-2B 

SBm 種 

土  中  Gr-SBm-2E 

構造物  Gr-SBm-1B 

SC 種 

土  中  Gr-SCm-2E 

構造物  Gr-SCm-1B 
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1.2.2 歩行者自転車用柵および兼用した車両用防護柵の設置区間、種別の設定 

 

(1) 設置区間 

 下記記号のいずれかに該当する区間においては、道路及び交通の状況を踏まえ、必要に応じ歩行

者自転車用柵および兼用した車両用防護柵を設置するものとする。 

 

【歩行者自転車用柵】 

1) 歩行者等の転落防止を目的として路側または歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置する区間 

① 歩道等、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路および歩行者専用道路の路外が危険な区間

などで歩行者等の転落を防止するために必要と認められる区間 

2) 歩行者等の横断防止などを目的として歩車道境界に歩行者自転車用柵を設置する区間 

① 歩行者等の道路の横断が禁止されている区間で必要と認められる区間 

② 歩行者等の横断歩道以外の場所での横断防止が特に必要と認められる区間 

③ 都市内の道路などにおいて、歩行速度が低く、単に歩道等と車道とを区別することのみによ

り歩行者等の安全を確保することが期待できる区間のうち、特に必要と認められる区間。 

  なお、横断防止などを目的として設置する柵は、景観などを考慮し、植樹帯の設置など他の方法

を検討したうえで、必要と認められる場合について設置するものとする。 

 

【歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵】 

1) 車両の路外への逸脱により重大な被害が発生する恐れのある区間で、歩車道境界柵を設置でき

ない区間。 

  

 

【解  説】 

歩行者自転車用柵の設置区間は、設置の主目的から歩行者等が路外または車道に転落するのを防止する

区間と、横断禁止区間などで歩行者等が車道をみだりに横断するのを防止することにより事故を未然に防

止する区間に区分して規程されている。 

 

【H20.04改訂】 
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(1) 歩行者自転車用柵 

 

 

1) 転落防止柵は、原則としてP種を適用するものとする。ただし、橋梁、高架および、その前後の擁壁

等区間は集団で柵にもたれかかり景勝地を展望する可能性があることから、SP種を適用するものとす

る。 

2) 歩行者等の通行が多い区間や児童･園児の登下校に利用される区間は縦桟型とする。 

3) 上記以外については、ガードパイプ型とする。 

4) 設置区間については、車道に準じることとする。 

5) 設置延長は設置区間の前後各々20m程度延長して設置するものとする。 

6) 積雪ランク3の区間については、除雪状況、冬期のビーム取り外しの検討を行い、別途構造検討を行

うものとする。 

7) 歩行者自転車用柵兼用車両用防護柵は、高欄兼用車両用防護柵または車両用防護柵の嵩上げを適用す

るものとする。 

図1.2.3 歩行者自転車用柵種別の適用 

 

(2) 横断防止柵 

1) 横断防止柵は、歩行者等の道路の横断が禁止されている区間で必要と認められる区間、歩行者等

の横断歩道以外の場所での横断防止が特に必要と認められる区間とする。 

2) 横断禁止区間以外の区間とは、走行速度が高く交通量の多い道路において、児童･園児の登下校に

利用される区間や駅、公園、競技場等の付近で横断する事が想定される区間などが考えられる。 

3) 横断防止柵を設置する場合は、歩道除雪等(市街地における出入口、他機関との協議)を十分検討

したうえで、設置するものとする。 

4) 歩行者等の横断防止を目的として設置する場合の路面から柵面の上端までの高さは0.7～0.8ｍを

標準とする。 

 

【H20.04改訂】 

車両用防護柵へ 

P種 

土 中 
  Gp－Pt1－2E 
  Gp－Pt2－1.5E 

構造物 
  Gp－Pt1－2B 
  Gp－Pt2－1.5B 

 

歩行者自転車用柵兼用 

車両用防護柵(構造物) 

歩行者自転車用柵兼用 

車両用防護柵(土中部)注2）

※高欄兼用車両用防護柵 

※車両用防護柵の嵩上げ 

有

有

SP種 

縦桟型歩道柵 

無

無

無

有無

歩道がある区間 

歩車道境界柵を 

設置するか 

重大な被害が発生する

おそれのある区間 

歩行者等の滞留が

予想される区間 

有

P種 

縦桟型歩道柵 

注1）“重大な被害が発生するおそれのある区間”は「図1.2.1一般国道防護柵種別の適用(車道部)」によ

ることとする。また、この区間は原則として歩車道境界に車両用防護柵を設置するものとする。 

注2）車両用防護柵の嵩上げ 

 車両用防護柵の支柱を嵩上げし歩行者転落防止のため横梁を設けることなどにより、路面上か

ら1.1mの高さを確保する。 
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(2) 種別の設定 

 歩行者自転車用柵は、表1.2.2に示す設計強度に応じて以下の種別に区分する。 

 

表1.2.2 種類毎の設計強度 

種別 設計強度 設置目的 適用路線 備考 

P 
垂直荷重   590N/m(60kgf/m)以上 

水平荷重   390N/m(40kgf/m)以上 

転落防止 

横断防止 

一般国道 

荷重は、防護柵の最上部に

作用するものとする。この

時種別のPにあっては部材

の耐力を許容限度として設

計することができる。 
SP 

垂直荷重    980N/m(100kgf/m)以上 

水平荷重  2,500N/m(250kgf/m)以上 
転落防止 

注) 1.車両用防護柵の機能を兼用する場合の適用種別は、表1.2.1に準じるものとする。 

  

 

【R07.04改訂】
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          A種     B種     C種      交差点開口部 

  土 中    Gp-Ap1-2E  Gp-Bp1-2E  Gp-Cp1-1.5E    H型ボラード 

         Gp-Ap2-1E  Gp-Bp2-1E  Gp-Cp2-1E  

 

  構造物    Gp-Ap1-2B  Gp-Bp1-2B  Gp-Cp1-1.5B 

         Gp-Ap2-1B  Gp-Bp2-1B  Gp-Cp2-1B 

 

1.2.3 歩車道境界柵の設置区間 

 

(1) 設置区間 

1) 沿道の状況を含めた道路および交通の状況を総合的に判断した上で車両の歩道等への逸脱から

歩行者等を守るため必要と認められる区間とする。 

2) 歩行者等の保護が目的かどうかの判断は、歩行者等の通行が多い区間や、児童･園児の登下校に

利用される区間などが考えられる。 

3) 歩車道境界柵を設置する場合は、歩道除雪等(市街地における出入り口、交差点、他機関との協

議)を十分検討したうえで、設置するものとし、交差点開口部などにおいて通り抜ける歩行者等の

通行需要がある場合はボラードの設置を検討する。なお、ボラードの詳細は「防護柵の設置基

準・同解説 ボラード設置便覧」（日本道路協会 令和3年3月）を参照のこと。 

4) 景観を含めた良好な生活空間の形成を図るため、防護柵によらずに歩行者等の安全が図られるよ

うな道路構造を目指し、むやみに防護柵を設置しないよう留意する。 

5) 歩道と車道が縁石により分離されている場合においても、歩行者等に対して危険度が高い区間、

転落車両による二次被害を防止するため特に必要と認められる区間については、歩車道境界柵の

設置を検討する。 

 

 

(1)歩車道境界柵 

歩車道境界柵の種別の適用を図1.2.4に示す。 

 

図1.2.4 歩車道境界柵種別の適用 

【R06.04改訂】 
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1.2.4 設置計画（高規格道路（自動車専用道路）） 

 

（1） 設 置 場 所 

 

下記の区間または箇所（以下「区間」という。）においては、道路および交通の状況に応じて、車両用

防護柵を設置するものとする。 

(1) 本線 

1) 路側 

① 盛土区間 

② 橋梁、高架区間 

③ 橋梁、高架、トンネルなどの構造物区間への進入部 

④ 切土区間のうち以下の区間 

(a) 高さ1.5ｍ未満の切土区間 

(b) 高さ1.5ｍ以上の切土区間で、その延長が40ｍ未満の区間 

(c) 車道に近接する橋脚、橋台、大型標識柱、非常電話、照明柱等の構造物がある区間 

⑤ サービスエリア、パーキングエリアおよびバスストップと本線の間にある分離帯 

2) 分離帯 

本線分離帯には、全線にわたって両面型（ブロックアウト型）防護柵を設置するか、または、中

央分離帯の両側に防護柵を設置するものとする。 

 

(2) 連絡等施設のランプ等 

1) 路側 

インターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリアのランプおよび変速車

線の路側には、(1)本線 1)路側に準じるものとする。 

2) 分離帯 

インターチェンジ、ジャンクション、サービスエリア、パーキングエリアのランプの分離帯には

防護柵を設置する。 

 

 

（1) 大型標識柱について 

 車両が衝突した場合に、当事者に人的被害を及ぼすおそれのあるＦ型、門型、複柱の大型標識柱や

可変速度規制標識等の電気施設については、安全性の観点から、設置位置や集約化、代替措置など十

分に検討した上で、必要に応じて防護柵を設置するものとする。 

 

（2) バスストップと本線の間にある分離帯 

 原則として、防護柵を設置するものとするが、バス運行予定のない箇所においては、当面設置せず、

運行時に設置するものとする。 

 

【R07.04改訂】
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（2） 適用形式の選定 

 

(1) 適用形式 

1) 本線 

① 路側 

a) 土工区間 

 函渠区間を含む盛土区間の路側では、原則としてガードケーブルを選定するものとする。

ただし、設置延長の短い箇所については、ガードレールとの経済比較を行い選定するもの

とする。また、景観等を考慮して、ガードパイプを選定することができる。 

b) 橋梁、高架区間 

 橋梁、高架区間の路側では、コンクリート製壁型防護柵を選定することが望まれる。た

だし、吹雪対策、上部工死荷重強度の低減等の理由によりコンクリート製壁型防護柵の使

用が望ましくない場合に、鋼製防護柵を採用してもよい。 

② 分離帯 

a) 土工区間 

 土工区間の分離帯では、原則としてガードレールを適用するものとする。ただし、分離

帯が狭く両面型ガードレールが設置できない区間等においてはコンクリート製防護柵を選

定することもできる。 

b) 橋梁、高架区間 

 橋梁、高架区間の分離帯では、原則としてコンクリート製壁型防護柵および橋梁用ガー

ドレールを選定するものとする。 

 

2) 連絡等施設のランプ等 

ランプ路側部には、その形状によりガードレールまたはガードケーブルを設置する。ただし、高

規格道路（自動車専用道路）や一般道路と交差するランプ橋には、コンクリート製剛性防護柵を設

けるものが望ましい。 

 

3) 雪氷作業用開口部(雪氷管理用道路)等 

管理用道路区間については、道路規格に応じて道路の区分を「関連する一般道」として種別の適

用を選定する。 

 

 

【R07.04 改訂】 
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1.2.5 耐雪型防護柵 

 

(1) 適用 

1) 積雪地域においては、必要に応じて、耐雪型防護柵を設置するものとする。 

 

2) 耐雪型防護柵は、表1.2.3に示す種別の適用を満足するものとする。 

 

3) 耐雪型防護柵は、設置する区間の積雪条件の他、維持管理、経済性等を十分考慮したものでなけ

ればならない。 

 

4) 積雪深は、再現期間５年に相当する年最大積雪深に対する荷重を考慮する。 

 

 

【解  説】 

耐雪型防護柵の採択区分については、表1.2.3耐雪型防護柵適用区間に示す。 

 

表1.2.3 耐雪型防護柵適用区間(1) 
耐雪型防護柵 

路線名 
採  択  区  間 

備考 
積雪ランク1(0～1m) 積雪ランク2(1～2m) 積雪ランク3(2～3m) 

5号 函館市～森･八雲町界 
森･八雲町界～ 

ニセコ町豊浦ニセコ線 
仁木町市街～札幌市 

ニセコ町豊浦ニセコ線～ 
仁木町市街 

 

12号  全   線   

36号 
千歳市道道支笏湖公園線交点 

～室蘭市 
札幌市～ 

千歳市道道支笏湖公園線交点 
  

37号 豊浦町豊泉トンネル～室蘭市 長万部町～豊浦町豊泉トンネル   

38号 清水町芽室町境界～釧路市 滝川市～清水町芽室町境界   

39号 
留辺蘂町道道本別 
留辺蘂線交点～網走市 

旭川市～留辺蘂町道道本別 
留辺蘂線交点 

  

40号  全   線   

44号 全   線    

227号 
函館市～道道上磯峠線交点 
江差町229号交点～江差町 

道道上磯峠線交点～ 
江差町229号交点 

  

228号 
函館市～木古内町知内町界 
福島松前町界～江差町 

木古内町知内町界～ 
福島松前町界 

  

229号 

道道寿都黒松内線交点～ 
北桧山町230号交点 

大成町桧山トンネル 
～江差町227号交点 

小樽市～ 
古平町道道古平神恵内線交点 

積丹町野塚～ 
道道寿都黒松内線交点 

北桧山町230号交点～ 
大成町桧山トンネル 

古平町道道古平神恵内線交点 
～積丹町野塚 

 

230号 
虻田町洞爺湖登別線交点 

～虻田町37号交点 

札幌市～ 
札幌市道道小樽定山渓線交点 

喜茂別町276号交点～ 
虻田町洞爺湖登別線交点 

長万部町5号交点～229号交点 

札幌市道道小樽定山渓線交点 
～喜茂別町276号交点 

 

231号  全   線   

232号  全   線   

233号  
留萌市紅葉橋～ 
留萌市231号交点 
深川市～北竜町275号交点 

北竜町275号交点～留萌市紅葉橋  

234号 
追分町市街～ 
苫小牧市36号交点 

岩見沢市～追分町市街   

235号 全   線    

236号 
帯広市大通～帯広市南帯橋 
浦河町仁王別橋～ 
浦河町235号交点 

帯広市南帯橋～浦河町仁王別橋   

237号 
日高町274号交点～ 
門別町235号交点 

旭川市～日高町274号交点   

238号 
網走市～雄武町美深雄武線交点 
道道猿払停車場線交点～ 
稚内市増幌橋 

雄武町美深雄武線交点～ 
道道猿払停車場線交点 
稚内市増幌橋～稚内市 

  

【R06.04改訂】 
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表1.2.3 耐雪型防護柵適用区間(2) 
耐雪型防護柵 

路線名 
採  択  区  間 

備考 

積雪ランク1(0～1m) 積雪ランク2(1～2m) 積雪ランク3(2～3m) 

239号  
興部町238号交点～ 
名寄市40号交点 
苫前町正和橋～苫前町232号交点 

士別市40号交点～苫前町正和橋  

240号 

釧路市38号交点～ 
阿寒町道道徹別原野釧路線交点 

津別町道道津別陸別線交点～ 
美幌町39号交点 

阿寒町道道徹別原野釧路線交点～ 
津別町道道津別陸別線交点 

  

241号 
足寄町道道北見白糠線交点～ 

帯広市38号交点 
弟子屈町243号交点～ 

足寄町道道北見白糠線交点 
  

242号 
生田原町平和橋～ 

幕別町38号交点 
上湧別町～生田原町平和橋   

243号 

美幌町240号交点～美幌町榎橋 
弟子屈町道道札友内弟子屈停車
場線～ 

根室市厚床 

美幌町榎橋～弟子屈町道道札友内 
弟子屈停車場線 

  

244号 
網走市～小清水町391号交点 
標津町335号交点～別海町奥行 

小清水町391号交点～ 
標津町335号交点 

  

272号 全   線    

273号 
上士幌線241号交点 

～上士幌町泉翠橋 
上士幌町泉翠橋～紋別市   

274号 
清水町38号交点～ 

士幌町241号交点 
本別町～標茶町 

札幌市～清水町38号交点   

275号  
札幌市～ 

北竜町道道増毛稲田線交点 
音威子府40号交点～浜頓別町 

北竜町道道増毛稲田線交点～ 
美深町40号交点 

 

276号 
千歳市苫小牧市界～ 

苫小牧市36号交点 

岩内町229号交点～ 
倶知安町5号交点 

喜茂別町230号交点～美笛峠 
千歳市支笏トンネル～ 

千歳市苫小牧市界 

倶知安町5号交点～ 
喜茂別町230号交点 

美笛峠～千歳市支笏トンネル 
 

277号  全   線   

278号 全   線    

279号 全   線    

333号 
佐呂間町サロマトンネル～ 

端野町39号交点 
上川町～ 

佐呂間町サロマトンネル 
  

334号 美幌町～小清水町391号交点 小清水町391号交点～羅臼町   

335号  全   線   

336号 
浦河町～ 
えりも町フンコツトンネル 
豊頃町生花橋～浦河町38号交点 

えりも町フンコツトンネル～ 
豊頃町生花橋 

  

337号  全   線   

391号 

釧路市～弟子屈町道道 
屈斜路摩周湖畔線交点(kp85.3) 

小清水町334号交点～ 
小清水町244号交点 

弟子屈町道道 
屈斜路摩周湖畔線交点(kp85.3)～ 

小清水町334号交点 
  

392号 全   線    

393号  
小樽市～赤井川村道道 
余市赤井川線交点 

赤井川村道道 
余市赤井川線交点～ 

倶知安町276号交点 
 

451号  

浜益村231号交点～ 
浜益村泥川橋 

新十津川吉野橋～ 
滝川市275号交点 

浜益村泥川橋～ 
新十津川町吉野橋 

 

452号 
芦別市旭川市境界～ 

東神楽町237号交点 
夕張市紅葉山274号交点～ 

芦別市旭川市境界 
  

453号  全   線   

【R06.04改訂】 
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1.2.6 構造諸元（高規格道路（自動車専用道路）） 

 

防護柵の構造諸元は、「第6集 標準設計図集」によるものとする。 

 

 

高規格道路（自動車専用道路）に用いる防護柵は、防護柵の性能規定が確認された「車両用防護柵標準

仕様・同解説」（日本道路協会 平成16年3月）によるものを基本とする。 

 

 

1.2.7 設置方法（高規格道路（自動車専用道路）） 

 

(1) 防護柵の設置位置 

 

(1) 路側 

 本線、連絡等施設のランプなど道路の種類にかかわらず路側に設置する防護柵は、表1.2.4に準じ

て設置するのが望ましい。 

表1.2.4 防護柵設置位置 

適 用 区 間 
設置位置 

Ｄ（mm） 
参 考 図 

土工区間 路  側 250 

 

橋 梁・ 

高架区間 
「第3集 橋梁」による。 

 

 

 

(1) 路側に設置する防護柵の設置位置 

 路側に設置する防護柵は建築限界を侵してはならないことは当然であるが、建築限界線と防護柵の

前面が同一であっては、車両との接触頻度が高くなることや故障車や緊急車両が路肩を使用するとい

った路肩の本来の機能を十分に発揮できない恐れがあることが懸念される。そこで、防護柵の前面は

路肩端（建築限界端）から25cm後退するように設置することが望ましい。 

 なお、橋梁部のコンクリート製壁型防護柵の設置位置は、「第3集 橋梁」に定めるところである。 

 

(2) 分離帯に設置する防護柵の設置位置 

 視距の確保、防護柵の高さの確保のため、防護柵の設置位置を中央分離帯の中心位置からずらす場

合には、防護柵の設置を「（4）設置方法および端末処理 （4）-2 分離帯に設置する防護柵」に従っ

て行う。その際、防護柵が建築限界を侵すことのないよう注意しなければならない。 

【R07.04改訂】
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(2) 防護柵の設置高さ 

 

(1) 防護柵の高さ 

1) 路側 

土工区間は、原則として路面から防護柵天端（ビーム形式の防護柵は、最上段ビーム天端）まで

の高さをいう。 

橋梁、高架区間で地覆を設ける場合は、下図のとおり地覆幅Ｄが45cm以下の場合は路面から防護

柵天端までの高さをいう。フロリダ型の場合は路面からの高さをいう。 

 

図1.2.5 

 

2) 分離帯 

橋梁区間において、縁石がある場合は図1.2.6のとおり縁石前面からの距離Ｄが45cm以下の場合は

路面から防護柵天端までの高さを、45cmより大きい場合は、縁石天端より防護柵天端までの高さを

いう。 

 

図1.2.6 

 

 



2-1-19 

 

(3) ガードケーブル端末、中間端末の使い分け 

 

ガードケーブルの端末および中間端末は、次の形式のうちから、端末の施工箇所の状況に応じて最適

なものを選定して施工するものとする。 

(1) ガードケーブル端末 

1) 無筋コンクリート着脱式 

2) 鉄筋コンクリートＨ鋼杭着脱式 

 

(2) ガードケーブル中間端末 

1) 無筋コンクリート着脱式 

2) 鉄筋コンクリートＨ鋼杭着脱式 

 

 

ガードケーブルを緊張して固定するために、ガードケーブルの両端にガードケーブル端末支柱を設けな

ければならない。また、緊張の都合からガードケーブルの最大張り長さはおおよそ500ｍであるため、張り

長さがそれ以上になる場合には中間端末を設けるものとする。 

本線外側路側にガードケーブル端末を設置する場合は、端末は盛土部の法肩または切土部の法尻に位置

することになる。そのため、端末を施工するために構造物掘削を行った際、法面崩壊を起こす恐れがある

ため、構造物掘削が小さくてすむＨ鋼杭着脱式が有利である。しかし、端末支柱位置が切土部の岩部等で

Ｈ型鋼杭を施工することができないなど、それぞれ現場条件が異なることから無筋コンクリート着脱式と

鉄筋コンクリートＨ鋼杭着脱式から選定することにした。 

 

 

(4) 設置方法および端末処理 

(4)-1 路側に設置する防護柵 

 

(1) ガードレール、ガードケーブルの始終点 

 ガードレール、ガードケーブルの始終点は、防護柵性能上での弱点となるため出来るだけ連続し

て設置するものとし、始終点はすりつけや端部の保護を行うことが望ましい。 

 

 

防護柵の不連続な設置は、性能上弱点となりやすい端部が多くなるばかりか、道路利用者に煩雑な印象

を与えるため景観上でも好ましくなく、できる限り連続して設置することが大切である。 

しかし、やむを得ず端部を設ける必要がある場合があり、この場合には、以下の要領で始終点のすりつ

けや端部の保護を行うことが必要である。 

 

(1) ガードレール 

1) ガードレールの始点 

 始点における袖ビーム前面は切土法面に接するところまで後退させる。この場合、可能な限り法

面に埋め込む等の処理をすることが望ましい。 

 すりつけ開始点は、切土高さ1.5ｍ以上となる位置に設置する支柱とし、３径間程度ですりつけ、

すりつけは円曲線を用いる。（図1.2.7） 

 路肩が堆雪拡幅された場合には、すりつけの始点におけるすりつけ長は堆雪拡幅量に応じて表

1.2.5を標準とする。 

 

【H21.04改訂】
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表1.2.5 ガードレールのすりつけ長（参考） 

堆雪拡幅量 ガードレールのすりつけ長 

0.5ｍ未満 12ｍ 

0.5ｍ以上２ｍ未満 16ｍ 

２ｍ以上 20ｍ 

 

2) ガードレールの終点 

 ガードレールの終点は、切土高さ1.5ｍ以上となる位置とし、終点におけるビーム前面は防護柵

前面延長線から後退させないこととする。（図1.2.7） 

 始点における袖ビーム前面は切土法面に接するところまで後退させる。この場合、可能な限り法

面に埋め込む等の処理をすることが望ましい。 

 

 
(a) 連続設置区間内に構造物用防護柵のない場合 

 
(b) 連続設置区間内に構造物用防護柵のある場合 

図1.2.7 ガードレールの始終点処理方法（参考） 

 

3) 支柱間隔割りの基準点 

支柱間隔割りの基準点は次に示すとおりとする。 

① 土工区間で連続設置区間内に構造物用ガードレールのない場合は、終点支柱を基準点とする。 

この場合の終点支柱の位置は、切土高さ1.5ｍ以上となる位置より切土区間に１径間程度入っ

た位置とする。 

② 土工区間で連続設置区間内に同形式の構造物用ガードレールがある場合は、構造物用ガードレ

ールの端支柱を基準点とする。 

③ 連続設置区間に異なる形式のガードレールがある場合は、異なる形式のガードレールに接続さ

せるガードレールの端支柱を基準点とする。 

④ 構造物用ガードレールは、構造物の中心を基準点とする。ただし継目および地覆端部の関係に

よっては、基準点を移動させるものとする。 

 

【H22.04改訂】
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4) 構造物用ガードレールに挟まれた土工区間の端数調整 

構造物用ガードレールに挟まれた土工区間の支柱間隔に端数が出る場合の調整は、次に示す方法

で行う。 

① 端数が２ｍ以上の場合は、端数長を調整支柱間隔とし、その調整間隔をいずれかの構造物に接

して設ける。 

② 端数が２ｍ未満の場合は、端数長に標準間隔（４ｍ）に加えて二等分した長さを調整支柱間隔

とし、その調整間隔を両構造物にふり分け、かつ接して設ける。 

（注） 上記いずれの場合も、美観、機能を損なわない程度なら、必ずしもビームの長さを調整し支柱

間隔と一致させる必要はなく、ビームの重複部分を長くすることで、解決してもよい。 

 

(2) ガードケーブル 

1) ガードケーブルの始点端末 

 始点における端末支柱前面は端末保護用ガードレールを設置するため、ガードケーブル前面延長

線から0.6ｍ以上後退させる。 

 その場合のすりつけ開始点は、切土高さ1.5ｍ以上となる位置に設置する支柱とし、３径間程度

で等角屈折させてすりつけるものとする。ただし、端末支柱の位置が擁壁であったり、岩盤あるい

は崩壊の恐れのある法面部の場合は、別に検討する必要がある。 

 また、ガードケーブルの始点端末は、車両の衝突から保護するためガードレールを設置するもの

とし、その処理方法はガードレール始点端末処理の方法に準じ、切土法面方向に袖ビームを後退さ

せ、端部の袖ビームを切土法面に接するように、取り付けるものとする。（図1.2.8）この場合、可

能な限り法面に埋め込む等の処理をすることが望ましい。 

 また、路肩が堆雪拡幅された場合には、始点端末保護のため設置するガードレールのすりつけ長

は、堆雪拡幅量に配慮するものとする。 

 

表1.2.6 ガードレールのすりつけ長（参考） 

堆雪拡幅量 始点端末保護のガードレールのすりつけ長 

0.5ｍ未満 12ｍ 

0.5ｍ以上２ｍ未満 16ｍ 

２ｍ以上 20ｍ 

 

 
図1.2.8 ガードケーブル始点端末の設置方法および保護方法（参考） 
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2) ガードケーブルの終点端末 

ガードケーブルの終点端末支柱は、切土高さ1.5ｍ以上となる位置とし、終点における端末支柱の

前面は、防護柵前面延長線から0.6ｍ後退させる。すりつけは、２径間程度で等角屈折させるものと

する。 

また、終点端末も車両の衝突を防止するために、ガードレールを設置するものとしその処理方法

は図1.2.9のとおりとする。 

また、ガードケーブルに接する袖ビームは、ケーブルと一体化する構造とする。 

 

図1.2.9 ガードケーブル終点端末の設置方法および保護方法（参考） 

 

3) 支柱間隔割りの基準点 

支柱間隔割りの基準点は次に示すとおりとする。 

① 構造物用ガードケーブルは、構造物の中心を基準点とする。 

ただし、継目および地覆端部の位置との関係によっては、基準点を移動させる。 

② 連続設置区間に構造物用ガードケーブルのない場合は、終点端末支柱を基準点とする。この場

合の終点端末支柱の位置は、切土高さ1.5ｍ以上となる位置より切土区間に10ｍ１径間程度入っ

た位置とする。 

③ 連続設置区間内に同形式の構造物用ガードケーブルのある場合は、構造物用ガードケーブルの

端支柱を基準点とする。 

④ 連続設置区間内に異なる形式の構造物用ガードレールのある場合は、異なる形式の防護柵に接

続させるガードケーブルの端末支柱を基準点とする。 

4) 構造物用ガードケーブルに挟まれた土工区間の端数調整 

構造物用ガードケーブルに挾まれた土工区間の支柱間隔に端数が出る場合の調整は、次に示す方

法で行う。 

① 端数が４ｍ以上の場合は端数長を調整支柱間隔とし、その調整間隔をいずれかの構造物または

端末支柱に接して設ける。 

② 端数が４ｍ未満の場合は端数長に標準支柱間隔（７ｍ）を加えて二等分した長さを調整支柱間

隔とし、その調整間隔を両構造物にふり分け、かつ接して設ける。 
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5) 中間端末部 

ガードケーブルの端末または中間端末支柱の間隔は最大500ｍとし、500ｍを越える連続設置区間

では張長500ｍ毎に中間端末部を設けるものとし、中間端末処理の一例を図1.2.10に示す。ただし中

間端末部が構造物区間および構造物に近接する場合は、中間端末部を構造物から一定以上離すよう

配慮しなければならない。 

 

図1.2.10 ガードケーブルの中間端末処理の例 

 

(3) コンクリート製防護柵 

 コンクリート製防護柵の始点は、ガードレールにより保護するものとし、袖ビーム前面は切土法面

に接するところまで後退させる。この場合、可能な限り法面に埋め込む等の処理をすることが望まし

い。 

 

 

 

(2) 切土区間における構造物保護 

土工区間の車道近傍に橋脚等の構造物、大型標識柱、および照明柱等がある区間には、車道を逸

脱した車両が直接衝突することを避けるように、防護柵を適切に配置するものとする。 

 

 

(1) 切土区間における保護 

1) 橋脚、橋台の場合 

切土区間の橋脚、橋台は、ガードレールにより保護するものとする。その際ガードレールの始点

は、構造物の前面から手前へ３径間程度の位置とし、始点における袖ビーム前面は切土法面に接す

る所まで後退させる。この場合可能な限り法面に埋め込む等の処理をすることが望ましい。路肩が

堆雪拡幅された場合は、ガードレール・ガードケーブルの始終点に準じてすりつけを行うものとす

る。 

ガードレールのすりつけ区間は、始点から構造物前面までの間で行い、すりつけには円曲線を用

いる。また、ガードレールの終点は、構造物を１径間程度過ぎた位置とし、ビーム前面は防護柵の

設置延長線から後退させない。（図1.2.11） 

なお、雪圧対策及び設置延長の短い箇所については、景観等を考慮して、ガードパイプを選定す

ることができる。 

 

 

図1.2.11 切土区間における構造物保護 

 

【R06.04改訂】
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(2) 大型標識柱、照明柱等の場合 

 切土区間の大型標識柱（門型、Ｆ型、複柱）、照明柱は、ガードレールにより保護するものとする。

その手法は図1.2.12のとおりとする。なお、始点における袖ビーム前面は切土法面に接するところま

で後退させる。この場合、可能な限り法面に埋め込む等の処理をすることが望ましい。路肩が堆雪拡

幅された場合には、ガードレール・ガードケーブルの始終点に準じてすりつけを行うものとする。 

なお、雪圧対策及び設置延長の短い箇所については、景観等に配慮して、ガードパイプを選定する

ことができる。 

 

図1.2.12 大型標識柱、照明柱等がある場合の防護柵設置 

 

 

 

(3) トンネル入り口部 

 トンネル入り口部では、適当な長さを有するガードレールあるいはコンクリート防護柵を設置し、

走行車両を明かり部からトンネル内に滑らかに誘導する。 

 

 

(1) すりつけ 

 一般に、トンネルの路肩幅員は経済的理由から、明かり部の路肩幅員と比べて縮小されている。急

激な路肩幅員の変化は、運転者に与える心理的圧迫感を増加させ交通の連続性に影響を与えることに

なるので、できるだけトンネル内への進入を滑らかに行えるように、トンネルとそれと接続する明か

り部との間には、ガードレールあるいはコンクリート防護柵を設置し適当な長さですりつけるものと

する。 

 すりつけ区間の長さは、前後の路肩幅員差（d）の30倍以上とする。ただし、雪処理が多くなった場

合には、適宜取り外して作業が行えるよう着脱可能な構造とする。また、接続する明かり部の道路構

造物との位置関係などにより所定のすりつけ区間長が確保できない箇所や非常駐車帯や電気室等の配

置関係によっては、現地条件を考慮してすりつけ区間長を定めるものとする。（図1.2.13） 

 
図1.2.13 トンネル入口部のすりつけ 

 

【R04.04改訂】
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(2) ガードレール等の始終点 

 切土区間の場合の始点における袖ビーム前面は、切土法面等に接する所まで後退させる。この場合、

可能な限り法面に埋め込む等の処理をすることが望ましい。終点（すなわちトンネル坑口）における

ビーム前面は、トンネル内に監視員通路がある場合には監視員通路の前面に、監視員通路がない場合

（監査廊の場合）には、トンネル側壁面と一致させるものとする。 

 さらに、可能ならばビームはトンネル仕上がり面に何らかの方法で定着させることが望ましい。も

し定着させることが不可能な場合は、終点の支柱をトンネル壁面にできる限り接近させて設置する。

（図1.2.14） 

 

図1.2.14 トンネル入口部の設置位置 

 

 

 

(4) 非常電話の防護と開口部 

 一般区間の明かり部の非常電話については、利用者の利便性を考慮して防護柵に開口部を設け、

通路を確保するものとする。 

 また、切土区間に設置される非常電話の設置箇所には、防護柵を設け保護するものとする。 
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(5)雪圧によって破損するガードレール端部の処理 

 切土法面にすりつけるガードレールの端部が、法面の積雪の雪圧により破損していると想定され

る場合は、必要に応じて、ガードレールの補強や雪圧のかからないガードパイプに交換するものと

する。 

 

 

【解  説】 

 ガードレール端部のすりつけは切土区間で行うこととしているが、切土法面の積雪の雪圧によって、す

りつけ区間のガードレールが破損・脱落する事例が報告されている。 

対応策として、ガードレールの補強を目的とした、すりつけ区間の法面側へのレール設置（図1.2.15）

や、雪圧の軽減を目的とした、すりつけ区間のガードレールを雪との接地面積が小さいガードパイプに交

換（図1.2.16）、などの案を試行した結果、大きな破損に至らなかった。 

このため、頻繁に破損する箇所については、すりつけ区間のガードレールの補強またはガードパイプに

交換するのが良い。 

 

 

 

 

 

図1.2.15 雪圧による破損を考慮したガードレール端部の補強（参考） 

 

 

 

 

 
 

 

図1.2.16 雪圧による破損を考慮したガードパイプへの交換（参考） 

【H29.04改訂】
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(4)-2 分離帯に設置する防護柵 

 

(1) 視距および防護柵の設置高さを確保するために、防護柵の位置を中央分離帯の中心からシフトし

て設置する場合がある。この場合、防護柵の位置のすりつけを行う場合は、クロソイド区間で行う

ものとする。 

(2) 中央分離帯で、土工区間と橋梁、高架区間とで防護柵の設置位置が異なる区間の防護柵は、背向

する円曲線を用いてすりつけるものとする。 

(3) 中央分離帯に橋脚、標識柱等がある区間 

 防護柵の形式は基本的に前後と同じものを用いるが、Ａ種防護柵の場合はＳＣ種を設置するもの

とする。 

 なお、設置位置のすりつけ方法は、(2)と同様とする。 

 

 

(1) 視距確保および防護柵の高さを確保するために防護柵の設置位置を中央分離帯の中心からシフトし

て設置する場合、防護柵の位置のすりつけは、原則としてクロソイド曲線区間で行うものとし、その

設置例を図1.2.17に示す。 

 

図1.2.17 中央分離帯の中心からずらして設置する場合のすりつけ例 

 

(2) 土工区間と橋梁、高架区間の防護柵のすりつけ 

 土工区間と橋梁、高架区間で防護柵の設置位置が異なる区間の防護柵のすりつけは、背向する円曲

線を用いて滑らかにすりつけることとする。 

 すりつけ区間の長さは、防護柵のシフト量dtの40倍とするものとする。 

 

図1.2.18 土工区間と橋梁、高架区間で防護柵の設置位置が異なる区間（参考） 

 

 土工区間と橋梁・高架区間にわたりガードレールを設置する場合、ガードレールの機能を十分に発

揮させるには、土工区間と橋梁・高架区間の境界で、できる限りガードレールを切断することなく、

連続することが望ましい。 

 橋梁・高架区間の固定端部では、そのままガードレールを連続することができるが、可動端部では

橋梁が伸縮するため、ガードレールの接続に工夫が必要である。 

 ガードレールのビームに伸縮を許すには、ビームを支柱に接続するボルト孔を長孔にすることが有

効であるが、孔とビームの縁端および孔同志の間に適当な縁端距離が必要なため、長孔の大きさは

100mmが適当である。その場合ビームの伸縮量は±42mmであるが伸縮量が±42mmを超える場合には、図

1.2.19(b)のように、さらにビームの途中に長孔を配慮すれば、伸縮は±84mmまで許容できる。 
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図1.2.19(a) 土工区間と橋梁、高架区間の可動端部接続方法（参考） 

 

図1.2.19(b) 土工区間と橋梁、高架区間の可動端部接続方法（参考） 

 

 
図1.2.19(c) 土工区間と橋梁、高架区間の可動端部接続方法（参考） 

 

 

(3) 分離帯に橋脚・標識柱等がある場合 

 分離帯に橋脚・標識柱等がある場合は、図1.2.20に示すすりつけを行うものとする。なお、橋脚の

場合にはその前後にコンクリート製防護ブロック（G-Block）を設けるものとする。 

 

 

図1.2.20 中央分離帯に橋脚・標識柱等がある区間の防護柵（参考） 
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図1.2.21 コンクリート製防護ブロック（G-Block） 

 

 

(4)-3 コンクリートシール区間の両面型ガードレール 

 

コンクリートシール区間の両面型ガードレールを設置する場合は、箱抜き等の処理を施すものとする。 

 

 

コンクリートシール区間ではガードレール根元部が拘束されるため、土中内変形が見込めず支柱に係る

外力が増大する。そのため、高い衝撃度の衝突に対して有効なひじ付き効果を発揮できない可能性がある。 

よって、変形方向のコンクリートシールを排除する等支柱の拘束を減じる措置を講ずるものとした。 

 

 

図1.2.22 シール区間の箱抜き概要図 

 

 

表1.2.7 箱抜き寸法表 

 箱抜き幅 Ｗ(m) 箱抜き幅 Ｌ(m) 

Gr- Am-4E 0.30 0.30 

Gr-SBm-2E 0.70 0.30 

Gr-SCm-2E 0.30 0.30 

 

【H19.04 改訂】 
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(4)-4 連絡等施設のランプ分流ノーズ 

 

連絡等施設分流ノーズ付近における防護柵の端部は、車両衝突時に乗員に与える影響が大きいため、

防護柵の設置方法および視線誘導施設・標識柱等の配置には十分留意するものとする。 

 

 

分流ノーズでは、注意喚起灯による衝突を未然に防止する方策や緩衝材の配置により衝突時の衝撃を緩

和する方策等を十分検討し配置するものとする。 

 

 

 

※ガードレールを曲げうる最小の半径は約15ｍであるが、特に必要な場合はレールと同じ幅でコルゲ

ーションのない鋼板を５ｍより小さい半径で曲げてもよい。ただし、このコルゲーションのないレ

ールの部分については、支柱間隔を１～２ｍに短縮するものとする。 

 

図1.2.23 分流ノーズ構造および道路付帯施設配置例 

 

 

(4)-5 積雪寒冷地における防護柵 

 

５年確率最大積雪深が１ｍ以上となる区間においては、耐雪型ブラケットを使用するものとする。 

 

 

【H27.04改訂】 
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1.2.8 分離帯開口部の防護柵（高規格道路（自動車専用道路）） 

 

分離帯開口部に設置する防護柵はブロックアウト型両面ガードレールとし、いずれもビームを連続（端

部を設けない）して設置するものとする。 

また、維持管理上必要となる開口部についても、使用頻度を考慮し簡易な柵を設置できるものとする。 

 

 

分離帯開口部では、分離帯防護柵の安全施設としての機能を連続させると同時に、必要に応じて開口で

きるような構造としなければならない。 

分離帯開口部の防護柵は、一般土工区間と同様に原則としてブロックアウト型ガードレールとし、その

際の防護柵支柱は、さや管に埋め込み脱着可能なものとする。 

また、トンネル坑口部で、上下線のトンネルが分離しているため、必要に応じて分離帯開口部に取りは

ずし可能なエキスパンドメタル製の柵等を設置するものとし、特段防護柵を設置する必要がない場合もあ

る。 

防護柵を設置するか、簡易な柵とするかは現場の状況に応じて判断する。 

 

 

 

1.2.9 ２車線道路区間の防護柵（高規格道路（自動車専用道路）） 

（1） すりつけ区間の設置方法 

 

(1) ４車線道路から暫定２車線道路へのすりつけ区間の防護柵は図1.2.24のとおり設置することが望

ましい。 

 

図1.2.24 すりつけ区間の防護柵 

 

(2) すりつけ区間には、冬期間の視線誘導のためラバーポールを設置する。 

  

 

(1) すりつけ区間の防護柵は、ボックスビームまたは、ガードレールを設置するものとする。ただし、

ボックスビームの適用にあたっては、復旧時の支柱施工手間や資材の調達性を考慮して設置する。 

(2) すりつけ区間の形状は、ゼブラ区間が除雪出来ないことから、しみ出し水対策として、できるだけ

ゼブラ区間を縮小するものとし、すりつけ区間の形状を下記のとおりとすることができる。 

  

【R07.04改訂】
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図1.2.25 すりつけ区間の形状 

 

(3) ガードレール 

1) すりつけ区間までガードレールを延伸する場合には、中央帯幅相当以上を確保できる区間までと

する。（図1.2.29参照） 

2) ガードレールの端末部には、端部の安全対策として安全ブロックを設置する。 

 

 

(4) ボックスビーム 

1) ボックスビームは、中央分離帯幅相当以上を確保できる区間までとする。（図1.2.28参照） 

2) ボックスビームとガードレールとの接続は、ガードレール端部に対して衝突する側の車線に対し

て、ガードレール側面とボックスビーム側面を一致させて設置する。 

3) ボックスビームの端末部には、端部の安全対策として、曲げ加工のボックスビームおよび安全ブ

ロックを設置する。 

 

 

図1.2.26 ボックスビームの端末部処理（安全ブロック） 

 

【H20.04改訂】
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(5) すりつけ区間のゼブラ区間は、冬期間圧雪状態のため、ゼブラ区間との区分がつかない。このため、

すりつけ区間であることを明確にするために、ラバーポールを設置することが望ましい。 

 

図1.2.27 すりつけ区間におけるラバーポールの配置（参考） 

 

 
 

図1.2.28 すりつけ区間の構造図（ボックスビーム併用型）の例 

【H20.04改訂】 
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図1.2.29 すりつけ区間の構造図（ガードレール単独型）の例 

 

【H20.04改訂】 
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1.2.10 ワイヤロープ式防護柵 

 

ワイヤロープ式防護柵は、たわみ性防護柵のうちケーブル型防護柵に属するが、日本国内ですでに普

及しているガードケーブルと異なり、支柱強度が低いので、車両衝突時に容易に変形し、主にワイヤ

ロープの張力で受け止め、車両乗員の衝撃を緩和する。また、支柱とワイヤロープが一体的な構造と

なっており、表裏がなく、支柱が設置できる空間があれば、容易に設置、撤去が可能なため、既存道

路への設置や、狭い幅員の分離帯用として使用することが有利である。 

 

 

ワイヤロープ式防護柵は「車線逸脱事故抑止」、「設置必要幅が小さい」、「乗員への衝撃を大幅に軽減す

る」、「施工性が良い」、「コストが安い」といった特徴をもつ防護柵である。 

対向車線へのはみ出し量では剛性防護柵やガードレールに劣る防護柵ではあるが、衝突車両への衝撃緩

和性能や用地やコストの制約がある２車線区間への設置について有効な防護柵である。 

 

（1）適用種別 

・中央帯用：Am種、Bm種、LD種（レーンディバイダー） ※種別が無いものは全種共通とする。 

・マウントアップとの併用は避けるものとする。 

（2）積雪への対応 

・ラバーポールと同様に積雪は考慮しない。 

（3）部材仕様と表面処理 

・構造全般、部材仕様や表面処理は「ワイヤロープ式防護柵整備ガイドライン(案) （寒地土木研究所 2022

年9月）」および「ワイヤロープ式防護柵標準図集（寒地土木研究所 2022年9月）」を参照すること。 

 

 

1.2.11 ワイヤロープ式防護柵の道路線形 

（1）平面線形 

 

・曲線区間では、曲線半径に応じて支柱設置間隔を短縮（表1.2.8参照） 

・中間端末はすり付けのために中間支柱をシフトさせているので、曲線区間に設けるとシフトさせた

中間支柱が変形しやすい。曲線区間では中間端末を設けない。 

表1.2.8 平面曲線半径毎の支柱設置間隔 

平面曲線半径 支柱設置間隔（A種） 支柱設置間隔（B種） 支柱設置間隔（LD種） 

490m以上 3.0m 4.0m 4.0m 

370m以上 490m未満 3.0m 3.0m 3.0m 

250m以上 370m未満 2.0m 2.0m 2.0m 

190m以上 250m未満 1.5m 1.5m 1.5m 

130m以上 190m未満 1.0m 1.0m 1.0m 

※上表はワイヤー初張力が30kNまでの支柱間隔となる。 

 

 

（2）縦断線形 

 

1）設置角度 

・縦断勾配に対する配置は、原則として路面に対して直角設置とする。ただし、施工者から水平に

対して直角設置の施工承認申請があった場合は、協議の上、承諾しても良い。その場合、中間支

柱の高さ、スリーブカバーの浮き等の出来形が変わるので、完成検査時に注意する必要がある。

なお、鋼管杭基礎の端末支柱は、鉛直方向に荷重が掛かるため、路面に対して直角設置とする。 

2）サグ（凹型曲線）区間 

・曲線半径が 3,500m を超える場合は、水平部と同様の設置とし、3,500m 以下の場合は曲線半径、

曲線延長及び勾配区間の長さ等の道路状況により、中間端末を使用する。 

 

【R06.04改訂】 
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3）クレスト（凸型曲線）区間 

・曲線半径が 2,300m を超える場合は、水平部と同様の設置とし、2,300m 以下の場合は、原則とし

て凸型曲線の頂点において中間端末を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.30 設置角度 

 

 

 

（3）横断勾配 

 

・横断勾配に対する配置は、原則として水平に対して直角配置とする。ただし、LD種での設置は片勾

配で、かつ、9%以上の場合は、路面に対して直角配置とする。 

・Ｖ字型勾配に対する設置は、中央区画線の位置で支柱高さをあわせる。 

・コンクリートシールに設置する場合は、箱抜きし、スリーブを設置する。 

 

 

 

 

 

 

【H31.04改訂】

図1.2.31 横断勾配への対応 
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1.3 視線誘導施設 
 

1.3.1 視線誘導施設の選定 

 

視線誘導施設は、当該区間の積雪条件と除雪作業形態を考慮し、吹雪時を考慮した視線誘導施設の選

定フロー(図1.3.1)に基づいて選定する※1,2。但し、選定フローは標準的な場合を想定したものであり、

各区間の諸条件によってはこの限りではない※3。また、これに加えて日中の視線誘導を特に高める必要

がある区間では、視線誘導樹を整備することができる。 

 

 

図1.3.1 吹雪時を考慮した視線誘導施設の選定フロー 

 

※1 上記選定の基本的な考え方は、必要性の高い区間により適切な施設を選定することとし、過剰な整

備は行わないことを基本としている。従って、各条件判断については、第4編第3章1「1-2-1 吹雪時の

視線誘導の基本的考え方」（P4-3-2）や第4編第3章2「2-2-2 吹雪時の視線誘導施設の適用条件（P4-3-15）

をよく理解して条件判断すること。 

※2 施設の選定はあくまで検討区間毎であって、路線としての選定ではない。 

※3 既存の施設については、特に支障の無い場合にはそのまま運用し、更新などに併せて本フローを基

に再検討すること。 

※4 「除雪作業上の障害あり」とは視線誘導標などの設置によって、新たに人力作業が発生するなど、

将来コストも含め著しい障害となる場合を言う。 

※5 「S・Mによる段切りの実施」は、日常的に行っている区間を対象とし、希にしか行わない区間につ

いては該当しない。 

※6 歩道部に電柱や標識類が設置されている区間では、サイドウィングによる高速除雪は不可能である

から、「S・Mによる歩道除雪の実施」には該当しない。 

※7 家屋などが沿道に存在する市街部では、基本的に歩道除雪は小型除雪車によって行われるため、こ

の場合の固定式視線誘導柱(矢羽根)は不要である。 

【H28.04改訂】 

吹雪対策としての 

視線誘導施設は不要 

スタート 

 

 

 

 

伸縮式の視線誘導標 

(又はスノーポール) 
固定式視線誘導柱 通常の視線誘導標 

 

10年確率最大積雪深 
が60cm未満 

除雪作業上の障害 S・Mによる段切り 

S・Mによる歩道除雪 

視線誘導標が除雪 

作業上の障害 

障害あり※8 

実施あり※6,7 

実施あり※5 

障害なし 

実施なし 

実施なし 

障害なし 

障害あり※4 

60cm未満 

60cm以上 

S：サイドウィング作業 

M：マックレー作業 
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※8 日常的に段切りを行わず、且つ歩道が設置されていない区間では、伸縮式の視線誘導標やスノーポ

ールを優先し、これが不可能な箇所のみ固定式視線誘導柱(矢羽根)の選定となる。 

 

 

1.3.2 視線誘導標 

 

視線誘導標について下記以外は、「視線誘導標設置基準・同解説」(昭和59年10月)日本道路協会を参考

とすること。 

また、視程障害を考慮した視線誘導標については「道路吹雪対策マニュアル」（平成23年改訂版）、景

観については「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」(平成29年10月)を参考とすること。 

 

 

視線誘導標は車道の側方に沿って、路端および道路線形を示し、道路利用者の視線誘導を行う施設をい

う。 

道路には安全走行に必要な視距はとられているが、道路利用者が走行中に容易に道路状況を把握し、快

適な走行ができ、交通事故の防止にも役立つように視線誘導標を設ける。 

特に夜間、降雪および霧発生時等の見通しが悪い時には、この効果が大きい。 

 

(1) 一般国道には、当該道路の構造、交通状況を勘案し、安全かつ円滑な交通を確保するために必要と

なる場合においては視線誘導標を設けるものとする。 

 設置の目安としては 

1) 設計速度が50km/hr以上の区間 

2) 車線数や車道幅員が変化する区間 

3) 急カーブおよび急カーブに接続する区間 

  ただし次に該当する区間の設置は省略することができる。 

1) 歩道のある区間および道路照明が連続的に設置され夜間でも明るい区間 

2) 家屋連担地区その他で設置する必要のない区間 

 

(2) 設置位置及び構造は図1.3.2を標準とする。 

２％

反射体
φ７０～１００ｍｍ

支　柱
断面、色は路線で統一する

保護路肩 路　肩 車　道

９
０
ｃ

ｍ
標

準
５

０
～

９
０

ｃ
ｍ

 
図1.3.2 

 

1) 反射体の色は、運転者から見て自車線側(左側路側)の面は白色、右側に設置する面は橙色とす

る。 

2) 反射体の直径は、交通、沿道状況等から70㎜以上100㎜以下とする。 

3) 設置高さは、路面状から反射体の中心まで90㎝を標準とする。 

4) 支柱の材質は、鋼製や合成樹脂等がある。 

 

(3) 設置間隔、道路の線形等を勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置間隔は40mとする。 

 

【H31.04改訂】
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1.3.3 視線誘導標（高規格道路（自動車専用道路））  

 

(1) 設置区間 

 

(1) 道路の本線には、左右両側に全線連続して視線誘導標を設置するものとする。 

 

(2) インターチェンジ、パーキングエリアのランプウェイには料金所広場、駐車場等を除いて、左右

いずれかの路側に連続して視線誘導標を設けるものとする。 

 

 

(1) 本線に設置する視線誘導標は左右両側の他、中央分離帯がある場合は標準として中央分離帯にも連

続して設けるものとする。 

(2) インターチェンジ、パーキングエリア等のランプウェイが直線または右曲りの区間には左側路側に、

左曲りの区間には右側路側に視線誘導標を設置する。 

 ただし、左曲りの区間が短かく、右側路側に設置すると基数が４基以下になる場合は、左曲りの区

間でも左側路側に視線誘導標を設けるものとする。 

 なお、インターチェンジ併設バスレーン（ただし本線上のバスストップは除く）および短いランプ

ウェイ（視線誘導標を４基以下しか設けられないランプウェイ）については、視線誘導標は設けない

ものとする。 

(3) 単独バスストップのバスレーンには、左側路側に連続して視線誘導標を設置するものとする。 

 ただし、プラットホームから合流側本線ノーズ付近の左側路肩には設置しない。（「(7) 設置例」参

照） 

 

 

(2) 種   類 

 

視線誘導標の設置場所と種類は、下表を参考とする。 

 

設   置   場   所 色 個    数 備    考 

本線左側路肩 

本線中央分離帯 

インターチェンジ等のランプウェイ 

変速車線 

合流部ノーズおよび加速車線終点 

分岐部ノーズおよび減速車線の始点 

白 

橙 

橙 

橙 

橙 

橙 

１ 

１ 

１ 

２ 

３ 

３ 

 

 

 

縦配列 

縦配列 

横配列 

  

 

 

(3) 構造および形状等 

 

(1) 反射体の形状は丸形を標準とし、大きさは直径100mmとする。 

 また、反射体の材質は合成樹脂製を標準とする。 

 反射体裏面は蓋等で密閉し、水、ごみ等の入らない構造とする。 

 

(2) 反射器は設置後角度を変更できる構造とし、形状、材質等は美観上好ましく、強さおよび耐候性

等が十分なものでなければならない。 

 

(3) 支柱は、反射器を所定の位置に確実に固定できる構造のものとする。 

  

 

【R07.04改訂】 
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(4) 設置角度 

 

視線誘導標の反射面は、車両進行方向に対して直角に設けるものとする。 

 

 

回転半径が小さい区間等で、道路方向に対して直角では反射光が弱く視線誘導効果が充分でない場合に

は、走行調査により角度を変えるものとする。 

従って、視線誘導標の設置時においては、反射面は道路方向に対して直角に固定し、設置終了後、夜間

に走行調査を行ない、必要個所の反射面の角度を修正する。 

 

 

(5) 設置間隔 

 

(1) 視線誘導標の設置間隔Ｓ(m)は、次式の道路曲線半径(Ｒ)に応じた値を標準とし、最大設置間隔

は50mとする。 

 

    S=1.1× R-15  
 

(2) トンネル部および分合流の変速車線部の設置間隔は、標準設置間隔の１／２を基本とする。その

他の走行環境を向上させるべき区間等においても、標準設置間隔の１／２とすることができる。 

 

(3) 車線減少する場合の絞込み部や加速車線のテーパー部の設置間隔は４ｍを基本とする。 

 

 

【解  説】 

(1) 視線誘導標の設置間隔Ｓ(ｍ)は、視覚的に一定の間隔で視線誘導標が見えるように平面曲線半径に応

じて次式により設定した。 

 

  S=1.1× R-15  
 

最大設置間隔50ｍとは、高速走行における視線誘導標としての機能を発揮するために最低限必要な間隔

である。なお、高速走行時(80ｋｍ/ｈ～140ｋｍ/ｈ)の走行性に関する調査で、走り易い設置間隔は直線部

で25ｍ程度であり、設置間隔50ｍについては許容できる範囲という結果から、一般の区間の最大設置間隔

を50ｍとし、特に走行環境を向上させるべき区間(トンネル部、分合流の変速車線部など)については標準

設置間隔の１／２とすることとした。ただし、車線減少する場合の絞込み部や加速車線のテーパー部につ

いては、変化の明示と注意喚起を目的として、設置間隔を４ｍとした。 

しかし、過度に密な設置間隔とした場合、不快感の増大や速度感覚の麻痺等の悪影響が確認されている

ことから、安易に密な設置計画を採用すべきではない。ただし、注意喚起の目的等で部分的に設置間隔を(極

端に)密にすることなどを否定するものではない。 

 

(2) 高速道路等の本線及びランプにおいては、防護柵の支柱に支線誘導標を設置することで経済的になる

場合が多いことから、計画の際に積極的に検討することが望ましい。ただし、この場合でも設置間隔が

左右で異なることは避ける必要がある。なお、ガードレール等の支柱位置(４ｍ間隔)を考慮した標準設

置間隔の参考例を表1.3.1に示す。 
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表1.3.1 標準設置間隔 

平面曲線半径 Ｒ(ｍ) 視線誘導標の設置間隔 Ｓ(ｍ) 

      ～    50 

   50 ～   100 

  100 ～   180 

  180 ～   290 

  290 ～   420 

  420 ～   580 

  580 ～   760 

  760 ～   970 

  970 ～ 1,210 

1,210 ～ 1,480 

1,480 ～ 1,770 

1,770 ～ 2,000 

2,000 ～       

4.0 

8.0 

12.0 

16.0 

20.0 

24.0 

28.0 

32.0 

36.0 

40.0 

44.0 

48.0 

50.0 

 

 

(3) 走行環境を向上させるべき区間として、以下の状況のいずれかに該当する場合には、標準設置間隔の

１／２の間隔にすることができる。 

・周辺が明るい場合で、道路線形をより明示することが望ましい区間。 

・霧多発地域など視程障害が頻繁に発生する場合で、安全性を確保するため視線誘導効果の強化が望まし

い区間。 

・その他、走行環境を向上させることが安全性向上に効果的と認められる区間。(本線単独バスストップの

アイランド部等) 

 

(4) 道路の幅員構成が狭小側に変化する登坂車線、トンネル流入側坑口等のすりつけ区間には、手前で幅

員の変化を確認させることによる注意喚起を目的として、すりつけ手前の設置間隔を標準の１／２程度

とすることが望ましい。 

 

(5) 防護柵の支柱等の位置その他によって標準設置間隔で設置することが困難な場合は、視線誘導効果を

逸しない範囲で調整するものとする。 

 

(6) 曲線の遷移地点における視線誘導標の設置はなめらかにすりつけるものとする。 

なお、ガードレール支柱間隔を標準値として使用する場合のすりつけ設置例を以下に示す。 
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a)直線～クロソイド(A=250)～円(R=500)の場合 

表1.3.1より、直線の標準設置間隔は48ｍ、曲線半径500ｍ区間での標準設置間隔は24ｍである。この

場合、小円側(Ｒの小さい側)のＫＥを基点にし、図1.3.3に示すように順次設置間隔を広げて設置して

いく。 

 

図1.3.3 直線－クロソイド－円区間の設置間隔 

 

 

b)Ｓ型クロソイドの場合 

R=1300、R=600を結ぶA=500のＳ型クロソイドでは、この場合、小円側(Ｒの小さい側)のＫＥを基点に

し、図1.3.4に示すように順次設置間隔を広げていき、ＫＡ付近が大円側と小円側の設置間隔の中間値

となるように設置していく。 

 

図1.3.4 Ｓ型クロソイド区間における設置間隔 

 

 

c)平面線形が曲線から緩和曲線を介さずに直線やＲの大きい曲線に移行する場合 

直線とR=600を結ぶ場合、線形要素の変化点を基点にし、図1.3.5に示すように直線側で順次設置間隔

を広げて設置していく。 

 

図1.3.5 緩和曲線が短い区間における設置間隔 
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(6) 設置位置 

 

反射器は車道の左側路側で、高さは路肩舗装面上120cm、建築限界線から45cm離れた位置を目安とする。 

 

 

120㎝は、小型車の運転者の目の高さに一致させたものである。 

建築限界線から45㎝離すのは、あまり交通に接近して設置すると車両が誘導標との接触を恐れて必要以

上に右に避けて走行するのを防止するため、および車両の側方オーバーハングによる損傷を受けるのを防

ぐためである。 

ただし、橋梁高架等やむを得ない場合には、ガードレールや高欄等に設置することが出来る。 

また、高規格道路（自動車専用道路）等では、左側路肩が広いため完全駐車方式（路肩2.50ｍ以上）の

時はガードレール等防護柵を利用して設置するものとする。 

この場合、建築限界線からガードレール支柱の中心まで約45㎝あるから、反射体の設置位置は建築限界

線から45㎝とした。 

なお、積雪地においては、雪堤のため視線誘導標が見えなくなることもあるので、設置高さを基準値よ

り高くすることを考慮しなければならない。 

本線の中央分離帯側およびインターチェンジ等のランプウェイに設置する場合は、防護柵がある場合は

そのポストに設置し、防護柵がない場合は側帯線から60㎝離れた位置で路面から60㎝の高さを目安とする。 

なお、インターチェンジ等のランプウェイの設置では、堆雪により視認障害が懸念される場合等におい

て、設置高さを1.2m程度まで高くできる。 

ただし、中央分離帯が播種工事等のときは、維持管理上から標準よりも高くした方がよい。 

トンネル内の設置高さおよび間隔は、標準値にとらわれることなく、トンネル内装板や、その他の付属

施設等の設置位置とも関連しているので、これらのことを十分考慮して、適切な位置に設置するものとす

る。 
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表1.3.2 視線誘導標の設置位置 

設   置   場   所 
路肩幅員 

㎝ 

防護柵 

の有無 

設置位置（㎜） 反射体 
参照図 

番 号 
備考 建 築 限 界      

からの離れ 

路面からの 

高   さ 
個数 色 

本線 左側路側 標  準 有 450 1,200 １ 白 図1.3.6  

〃 〃 〃 無 450 1,200 １ 〃 図1.3.7  

〃 〃 縮  小 ― 750 1,200 １ 〃 図1.3.8  

〃 分離帯側 ― 有 ―   600 １ 橙 図1.3.9  

〃 〃 ― 無 100   600 １ 〃 図1.3.10  

〃 トンネル左側路側 ― ― 既に設置 1,200 １ 白 図1.3.11  

〃 トンネル右側路側 ― ― 〃   600 １ 橙 〃  

〃 
暫定２車道路 

土工部分 
250以上 有 450 1,200 １ 白＊ 図1.3.6  

〃 〃 〃 無 450 1,200 １ 〃 図1.3.7  

〃 〃 250未満 有 750 1,200 １ 〃 図1.3.8  

〃 〃 〃 無 750 1,200 １ 〃 〃  

〃 
暫定２車道路 

構造物区間 
縮  小 有 450 1,200 １ 〃 図1.3.6  

〃 付加車線 〃 有 750 1,200 １ 白 図1.3.8  

〃 〃 〃 無 750 1,200 １ 〃 図1.3.8  

〃 
付加車線合流 

テーパー部 
縮  小 ― 750 1,200 ２ 橙 図1.3.12  

インターチェンジ 

サービスエリア等 
変速車線 標  準 有 450 1,200 ２ 〃 図1.3.13  

〃 〃 〃 無 450 1,200 ２ 〃 〃  

〃 〃 縮  小 ― 750 1,200 ２ 〃 図1.3.14  

〃 加減速車テーパー端 標  準 ― 450 1,200 ３ 〃 図1.3.13  

〃 〃 縮  小 ― 750 1,200 ３ 〃 図1.3.14  

〃 分岐部ノーズ ― ― ― 1,200 ３ 〃 図1.3.15  

〃 合流部ノーズ ― ― ― 1,200 ３ 〃 図1.3.16  

〃 ランプウェイ ― 有 ― 600～1200 １ 〃 図1.3.17  

〃 〃 ― 無 450 600～1200 １ 〃 図1.3.18  

 

※暫定2車道路の場合、表面白色、裏面橙色各1個（P2-1-47 参照）
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図1.3.6 本線左側防護柵のある場合（参考） 

 

 

 

 

図1.3.7 本線左側防護柵のない場合（参考） 

 

 

 

 
図1.3.8 本線左側（縮小幅員）（参考） 
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図1.3.9 本線分離帯側（建築限界線に防護柵がある場合）（参考） 

 

 

 

 

図1.3.10 本線分離帯側（建築限界線に防護柵がない場合）（参考） 

 

 

 

 
図1.3.11 本線トンネル区間（参考） 
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図1.3.12 付加車線（追越車線・登坂車線）合流部テーパー部（参考） 

 

 

 

 
図1.3.13 インターチェンジ等変速車線（参考） 

 

 

 

 

図1.3.14 インターチェンジ等変速車線（縮小幅員）（参考） 
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図1.3.15 分岐部ノーズ 

 

 

 

 

図1.3.16 合流部ノーズ 

 

 

 

 

図1.3.17 インターチェンジ等のランプウェイ（防護柵のある場合）（参考） 

 



2-1-49 

 

 

 

 

図1.3.18 インターチェンジ等のランプウェイ（防護柵のない場合）（参考） 

 

 

(7) 設 置 例 

(1)  本線関係 

(a) 中央分離帯がある場合 

 

 

図1.3.19 

 

 

(b) ２車線の場合 

 

 
図1.3.20 
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(c) 追越車線、登坂車線および車線数変更部 

 

 

図1.3.21 

 

 

 

(2) インターチェンジ 

(a) 本線との関係 

 

 

図1.3.22 

 

 

 

(3) バスストップ 

 

図1.3.23 
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(8) 自発光視線誘導標 

 

第５集 電気通信施設 第１６章 を参照のこと。 

 

 

 

(9) その他の視線誘導等施設 

1) スノーポール、距離標 

 

(1) 原則として、スノーポール、距離標（100ｍ以上のポスト）は、中央分離帯に設置する。 

(2) スノーポール、距離標は原則として、視線誘導標と同一箇所に設置する。 

 

 

(1) スノーポール、距離標（100ｍ･500ｍ･1km･10km･50kmポスト）は、冬期間の拡幅除雪作業に伴う左側

路肩部の堆雪によって、視認出来なくなる恐れがあり、また、堆雪の段切作業や運搬排雪作業の阻害

要因となる場合があるため、中央分離帯に設置することを原則とした。 

 なお、距離標の設置位置については、「1.13 地点標」に記載されているので、こちらも参照するこ

と。 

(2) スノーポールおよび距離標（100ｍポスト）については、100ｍ間隔で設置されるが、視線誘導標は

平面線形により設置間隔が変化するので、視線誘導標の間隔が狭い区間では、3＠33.3ｍまたは4＠25

ｍとすることで100ｍ毎に一致させ、同一箇所に設置することとした。 

 ただし、「第5集 電気通信施設 第16章 自発光スノーポール、ラバーポール」で示した、自発光

スノーポール（50ｍ間隔）と同一箇所に設置する場合には、視線誘導標の間隔は4＠25ｍとする必要が

ある。 

 

 

2) トンネル内ラバーポール 

 

トンネル内のラバーポールの高さは、原則として65㎝とする。 

ただし、汚れ等を考慮して計画する必要がある。 

 

 

トンネル内のラバーポールについては、コンクリート舗装の粉塵がラバーポールに付着したと考えられ

る汚れが明かり部と比較して著しい。 

視認性を確保する方法を下記に示す。 

 

(1) トンネル内では、路面付近が視覚的に重要となるので、路面付近の視認性を確保し、かつ経済性に

も優れる全面反射式のラバーポールを設置する。 
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(2) トンネル内のラバーポールの高さを10本に１本ずつ、65㎝を80㎝に変更し、視認効果を高めるよう

配慮する。 

 

 
 

 

3) 管理用ラバーポール 

 

(1) 暫定２車線道路区間では、ラバーポールが５～10ｍ間隔に密に配置されていることから管理用に

も利用する。 

(2) ラバーポールの色および反射テープの色を一般部と変更することにより利用する。 

(3) 橋梁の伸縮装置の設置位置および中央線開口部等にも、設置するものとする。 

 

 

道内での実施例を図1.3.24に示す。 

(1) 深川～旭川鷹栖 

 

(2) 室蘭～登別室蘭 

 
 

図1.3.24 管理用ラバーポールの実施例 
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1.4 固定式視線誘導柱 
 

 

固定式視線誘導柱は、当該区間の積雪条件と除雪作業形態を考慮し、吹雪時を考慮した視線誘施設の

設置フロー(図1.3.1)に基づいて選定する。（P2-1-38） また、設置する場合は次を標準とし、詳細は「道

路吹雪対策マニュアル」（平成23年改訂版）を参考とするものとする。 

 

(1) 設置間隔は80m以下とする。(カーブ区間では曲線半径を考慮する) 

 

(2) 設置位置は保護路肩端部から1.5m矢羽根高さは車道路面より5ｍとする。 

 

(3) 構造および部材の名称については「北海道開発局 道路設計要領 第6集 標準設計図集」を参

照すること。 

 

 

【解  説】 

固定式視線誘導柱(矢羽根)の設置 

吹雪や降雪時の道路視認性を高めるとともに、除雪管理のための除雪幅を示すために、路肩に連続的に

設置される施設である。道路景観への影響を熟慮のうえ検討を行う。固定式視線誘導柱はデリネータ機能

を併せ持つため視線誘導標（又はスノーポール）との併用は原則行わない。 

 

 

(1) 設置間隔 

 固定式視線誘導柱に用いる矢羽根は、標準的な大きさが1200mm×150mm(最大幅350mm)であり、一

般の視線誘導標の反射体(径70～100m)に比較して極めて大きい。 

 そのため、反射材を貼り付けた矢羽根の視野角は視線誘導標に比較して同等以上となる。また、

建築限界以上(5.0m以上)の高さの矢羽根は、視線誘導標の反射体(高さ90cm)のように夏期に隠れる

可能性が少ないうえに、地吹雪の層よりも高いため視認しやすい。こうしたことから、固定式視線

誘導柱(矢羽根)の設置間隔は80m以下を標準とした。なお、カーブ区間においては固定式視線誘導

柱の間隔を以下に通りとする。 

 

  S=2.2 (R－15)  S：カーブ区間設置間隔(m)、R：道路の曲線半径(m) 

 

  また、バス停などの変化点における固定式視線誘導柱などの視線誘導施設の設置は、除雪時の作

業上の頼りとなるが、一方、走行車両からは視線誘導の連続性が失われ、吹雪時や夜間では走行し

づらくなることもある。従って、変化点への施設の位置については各箇所でのその必要性を十分検

討すること。 

 

(2) 矢羽根の指示位置 

 一般部 外側線 

 縁石部 縁石前面 

 

(3) 型式及び規格 

 固定式視線誘導柱の矢羽根の形状は矢印型、色彩は赤白を標準とする。ただし、道路景観に配慮

する必要がある区間においてはこの限りではない。また、非発光とすることを原則とするが、当該

箇所の気象状況などによっては自発光の適用を検討することができる。詳細については、「道路吹

雪対策マニュアル」（平成23年改訂版）（P4-3-20）を参照すること。 

 なお、構造計算の例については、「参考資料 12.固定式視線誘導柱」を参照すること。 

 

【H29.04改訂】
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1.5 道路反射鏡 
 

 

道路反射鏡について下記以外は、「道路反射鏡設置指針」(昭和55年12月)日本道路協会を参考とするこ

と。 

また、景観については「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン」(平成29年10月)を参考とすること。 

 

 

【解  説】 

(1) 設置場所 

1) 単路部 

次に該当する場所には、必要に応じて道路反射鏡を設置する。 

 

① 当該道路が2車線以上である道路において視距が表1.5.1に示す値以下の場所 

 

表1.5.1 

車両の速度(㎞/h) 視距(m) 

50 

40 

30 

20 

55 

40 

30 

20 

 

② 上記以外で、交通事故の発生のおそれがあり、道路反射鏡を設置することによってその防止に

効果があると認められる場所 

 

2) 交差部 

次のいずれかに該当する場所には、必要に応じて道路反射鏡を設置する。 

 

① 次のⅰ)またはⅱ)に該当する信号制御されていない交差点 

ⅰ) 従道路(一時停止制御される側の道路あるいは優先道路でない側の道路)において左方向

を確認する際、見通すことができる距離が次式において求められた値以下の場合 

    D＝V(T+t)/3.6 

  ここに、D：主道路上の車両の走行距離 (m) 

      V：主道路の車両の速度 (㎞/h) 

      T：従道路の車両が主道路を確認してから発進するまでの時間(反応時間)(sec) 

      t：従道路の車両が主道路を横断するのに必要な時間 (sec) 

ⅱ) 従道路において右方向を確認する際、見通すことができる距離が次式において求められた

値以下の場合 

    D’＝V(T+t’ )/3.6 

  ここに、D’：主道路上の車両の走行距離 (m) 

t’：従道路の車両が停止位置から主道路の右方向の車両の走行を阻害しない位置

まで走行するのに必要な時間 (sec) 

 

② 上記以外で、交通事故の発生のおそれがあり、道路反射鏡を設置することによってその防止に

効果があると認められる場合 

 

【H31.04改訂】
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1.6 眩光防止施設（高規格道路（自動車専用道路）） 
 

1.6.1 適 用 

(1) 目 的 

 

眩光防止施設は、夜間に対向車線を走行中の車両が及ぼす眩光を防止する目的で設置するものとする｡ 

 

 

 

(2) 適用の範囲 

 

本章は北海道開発局が整備を進める高規格道路（自動車専用道路）の眩光防止施設の設置に適用する。 

 

 

 

1.6.2 設置計画 

(1) 設置位置 

 

中央分離帯側の防護柵に取り付けるものとし、防護柵がガードレール等支柱を有する場合はこの支柱

に、ボックスビームやコンクリート製防護柵の場合は、この天端にそれぞれ設置するものとする。 

なお、中央分離帯の両側に防護柵がある場合は、視距の確保、車道中心線の高さ、および片勾配の影

響を考慮し、いずれかの側の防護柵支柱(天端)に取り付ける。 

設置高さは、舗装面から1.40ｍを遮光するものを標準とする。 

 

 

設置高さについて 

運転手の目の位置と前照灯の位置を表1.6.1に示す。 

 

表1.6.1 運転手の目の位置と前照灯の位置 

 
運転手の目 前照灯 

車道中心からの距離 高さ 車道中心からの距離 高さ 

大型車 ０．７０ｍ ２．４ｍ １．０ｍ １．０ｍ 

乗用車 ０．３５ｍ １．２ｍ ０．６ｍ ０．７ｍ 

 

観察車※1を乗用車としたとき、対向車が大型車、乗用車のいずれの場合も、また観察車を第一走行車線

走行の大型車としたとき、対向車が乗用車の場合において十分に遮光できる1.40mを標準設置高さとした。 

一般に、夜間交通量、大型車混入率、および車線利用率（通常大型車は第一走行車線を走行し、追い越

す場合にのみ第二・第三（追越）車線を走行するため、大型車同士が第二・三走行(追越)車線ですれ違う

頻度は僅少と想定される）等を総合的に判断すると、大型車同士は対象外とすることが効率的である。 

 

なお、大型車と大型車の組み合わせを対象にした場合、必要な高さは2.00m～2.25mとなる。このことか

ら、大型車同士の眩光が特に問題となる区間については、眩光防止施設をこの高さに変更しても良いもの

とする。また、中央分離帯に植栽を施し、眩光防止機能を期待する場合には、植栽の高さが2.00ｍ～2.25m

となるよう管理を行うと有効である。 

 

※1：対向車両の前照灯による眩光を受ける車両 

 

 

【R07.04改訂】
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(2) 設置区間 

 

第1種第1級、第2級の道路にあっては、橋梁、高架区間及び植栽を設けない切土、盛土区間の中央分離

帯に眩光防止施設を設置する。ただし、次の構造を有する区間においては、設置を省略することを基本

とする。 

(1) 分離区間でまぶしさの懸念がない場合 

(2) 上下線車道中心高の差が2.5ｍ以上ある場合 

(3) 連続して道路照明を設置する区間 

(4) 暫定２車線(対面通行)区間 

(5) 上記(1)～(4)以外の区間で、すれ違いビームの走行が一般的な区間 

 

また、第1種3級以下の道路にあっては、次の区間に眩光防止施設を設置する。ただし、次の区間にお

いても、連続して道路照明を設置する区間等、まぶしさの懸念がない場合については設置を省略するこ

とを基本とする。 

(1) 縦断勾配(凸型)差※2が1%以上ある区間 

(2) 平面曲線半径［R］が750ｍ以下である区間 

 

 

(1) 設置区間の考え方 

交通量が多く、かつ走行速度も高い道路は、路上障害物等の発見が遅れ回避できなかった場合には

大きな事故につながる可能性があるため、できる限り前照灯の照射範囲の広い走行ビーム(通称：ハイ

ビーム)で走行できることが望ましい。また、長トリップを高速走行する機会が多いことから、まぶし

さ(不快グレア)の少ない良好な走行環境を整備することが望まれる。 

よって、道路規格が高く、交通量の多い区間(第1種第1級・第2級)の道路では、走行ビームを遮光す

るために、眩光防止施設を設置することを基本とする。 

交通量の比較的少なく、走行速度も比較的低い道路では、夜間に対向車とすれ違う頻度も少なく、

さらに両車が追越車線を走行している状況は少なくなる。このことから、眩光防止施設の設置により

便益を得る運転者の少ないこと、また、仮に眩光防止が必要な対向車と遭遇しても、すれ違いビーム(通

称：ロービーム)による対応が可能であり、この時間も僅少である。よって、第1種第3級以下の道路に

対しては、すれ違いビームでの走行においてもグレアが生じる道路構造となる区間など、必要と認め

られる区間にのみ、眩光防止施設を設置するものとする。 

【H26.04改訂】 
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(2) 第1種3級以下の道路に対する眩光防止施設の設置 

まぶしさを評価する指標となる眼前照度は、直線で平坦な一般道路(2車線)ですれ違う際のすれ違い

ビームにおいて、車間距離約50ｍ※3の対向車から受ける最大眼前照度が0.5ℓχ程度あることから、0.5

ℓχを許容基準とした。 

眼前照度0.5ℓχとは、まぶしさを評価するときに広く用いられる「Debore」のまぶしさフィーリン

グ尺度に換算すると「邪魔になる」度合いである。それ以下だと「がまんできる」、それ以上に照度が

増すと「耐えられない」ことになる。眩光に与える要因としては平面線形および縦断勾配差があるた

め、２つの上記条件により、設置区間を決定することとし、眼前照度が0.5ℓχ以上となる区間に眩光

防止施設を設置するものとする。 

眩光防止施設は、原則としてクレスト(凸型)部分に設置するものとする。設置延長はクレスト頂部

を中心に、車両がすれ違う場合に眼前照度が最大となる可能性のある前後300ｍ程度を対象とする。 

 

 

 

図1.6.1 縦断勾配差(i≧1%)           図1.6.2 平面曲線(R≦750m) 

 

 

上記区間に眩光防止施設を設置すれば、 

a.対向車と観察車がともに乗用車の場合 

b.対向車が大型車、観察車が乗用車の場合 

c.ＥＣＥタイプの前照灯ビーム※4 

d.すべての幾何構造線形 

でも、眼前照度を0.5ℓχ以下に抑えることが可能である。 

 

※2：縦断勾配差は、上り勾配(＋)と下り勾配(－)の差、もしくは連続した上り勾配(大→小)の差 

※3：前照灯のすれ違いビームは、まぶしさを防ぐために配光値の上限を定めている。これを定めている

のは、乗用車同士が約50ｍの車間距離で向き合ったときのまぶしさを想定している。 

※4：すれ違い用前照灯の配光パターンには、ＥＣＥタイプ(カットオフラインを持つすれ違いビーム)

とＳＡＥタイプ(カットオフラインを持たないすれ違いビーム)がある。日本においては、ＳＡＥタイ

プの配光パターンは殆ど装着されなくなっていることから、主流であるＥＣＥタイプの配光パターン

での評価を行った。 

 

【H23.04改訂】
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(3) 眩光防止施設の省略 

1) 分離幅員について 

分離区間は、一般的に中央部分の幅員(分離帯相当幅)が大きいため、対向車の前照灯と運転手の目

の角度が大きくなるため、前照灯の配光値が小さくなる。このため、分離区間においては、前照灯に

よるまぶしさの懸念がない場合に眩光防止施設の設置を省略するものとする。 

 

2) 上下線高低差について 

上下車道の高低差がある値以上となると防護柵が遮光の役目を果たすため、眩光防止施設の配置は

省略する事ができる。設置を省略できる上下車道高低差は運転者の位置が高くなる場合と前照灯の位

置が高くなる場合を考慮する必要がある。(図1.6.3、図1.6.4参照) 

 

 

 

 

図1.6.3 運転者が上の場合 

 

 

 
図1.6.4 前照灯が上の場合 

 

 

従って、防護柵の高さが約0.8ｍであることを考慮すると、上下線車道高低差は、一般に2.5ｍ程度あれ

ば眩光の影響が少ないといえる。 

 

3) 道路照明区間について 

眩光防止施設の設置区間を決定する根拠となる眼前照度の基準値(0.5ℓχ)は、夜間暗闇の中におけ

るまぶしさの許容限界値である。 

道路照明を設置している区間においては、すれ違いビームの走行が一般的である。また、仮に対向

車が走行ビームで走行している場合においても、周辺と前照灯の輝度差は少なくなり、グレアが生じ

にくくなることから、連続して道路照明を設置する区間においては、眩光防止施設の設置を省略する

ものとする。 

 

4) 暫定２車線道路(対面通行)区間 

暫定２車線道路(対面通行)区間は、中央分離帯を設けず、車線中央部のマーキング等による簡易な

中央線構造であり、一般道と同様の道路構造のため、すれ違いビームを使用することが一般的である

ことから眩光防止施設は不要な区間となる。また、一般的に交通量が比較的少ないことから、中央分

離帯を設けている付加車線設置区間においても、線形等に応じて必要と認められる区間にのみ眩光防

止施設を設けるものとする。 

 

5) 上記1)～4)以外の区間で、すれ違いビームの走行が一般的な区間 

その他、上記1)～4)以外の区間で、中央分離帯構造によりすれ違いビームを使用することが一般的

であると考えられる区間では、眩光防止施設を省略することが可能である。 

【H26.04改訂】
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1.6.3 構  造 

 

眩光防止施設としては一般にはルーバー式の防眩柵とエキスパンドメタルの防眩網との２種類があ

る。いずれの場合も次の構造諸元をもたねばならない。 

全  高 約1.40ｍ（舗装面上） 

支柱間隔 ４ｍ 

遮光角度 約5度 

 

 

完全遮光はかえって運転視野をせばめ、パトロール巡回にあたって対向車道の見通しを悪くすること、

また、眩光防止版の設置により、仮に対向車両の前照灯を直視してしまっても直視時間は極めて短くなる

ため、前照灯の残像を生じる等の問題はないことから、部分遮光という考えに基づくこととした。 

ここで、ガードレールの支柱間隔は4.0mであり、施工性、経済性を考慮すると支柱間隔での設置が適切

であることから、眩光防止板の幅0.35m時の標準設置間隔を4.0mとし、遮光角度は約5度とした。 

 

【R06.04改訂】 
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※眩光防止板の両面を緑色に着色した場合、防

眩機能だけでなく、視程障害発生時（降雪、

降雨、霧等）の視線誘導効果もあり、有効で

ある。 

図1.6.5 防眩板の一例（ルーバー式） 

 

 

図1.6.6 ガードレールに取付ける場合の例 
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1.7 交通管理施設 
 

1.7.1 適用 

 

路面標示の詳細については、『路面標示設置マニュアル』(平成24年1月(一社)交通工学研究会編)によ

る。 

 

 

 

1.7.2 目的 

 

道路標示および区画線は、交通の流れを誘導し運転者に必要な案内、警戒、規制あるいは指示を示し

て、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することを目的として設置するものとする。 

 

 

道路標示の概要を系統的に示すと、次のようになる。 

 

 
道路標示 路面標示 

垂直面標示 

道路標示(狭義) 

区 画 線 

公安委員会設置のもの 

道路管理者設置のもの 
(広義) 

 

 

【H29.04改訂】 
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1.7.3 一般国道 

 

(1) 区画線 

1) 車道の中央区分及び車線区分は、次のとおりとする。 

① 2車線道路は、上下線を必ず中央区分するものとし、車道幅員12.0m未満は、白色15㎝幅の破線、

12.0m以上は白色20㎝幅の実線で表示する。 

② 4車線以上の中央区分は、分離帯がある場合はそれに従い、平面の簡易な中央帯は、車道に接

する中央帯部分の両側を白色15㎝幅の実線で表示する。なお、車線区分は、白色15㎝幅の破線

で表示する。 

2) 車道の外側線は、次のとおりとする。 

① 路肩は、車道に接する部分に白色15㎝幅の実線で表示する。 

② 分離帯を有する中央帯は原則としてその側帯の車道と接する部分に白色15㎝幅の実線で表示

する。 

③ 外側線表示する場合でバス停車帯等の箇所については、白色15㎝幅の破線とする。 

④ 市町村道との取付け巻込部の外測線は、原則として従道路側に一時停止標識の設置がある場合

に白色30cm幅で間隔50cmの破線（ドット線）とする。 

3) 埋設式路面標示は次のとおりとする。 

埋設式路面標示の設置については、第1集第5章舗装5.16区画線を参照 

 

 

【解  説】 

〈解説図〉 

 

車線区分 

 

 
中央帯 

 

図1.7.1 

【R02.04改訂】
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外側線 

バス停車帯歩道

路肩

車道

５ｍ ５ｍ ５ｍ

停車帯
路肩

歩道

 
図1.7.2 

 

表1.7.1 

        種  別 

 車道の幅員 
中 央 線      外 側 線      車道境界線 

 11.0m未満(2車) 
○ 

(破線15㎝) 

○ 

(実線15㎝) 
× 

 11.0m以上 

    12.0m未満(2車) 

○ 

(破線15㎝) 

○ 

(実線15㎝) 
× 

 12.0m以上 

    15.0m未満(2車) 

○ 

(実線20㎝) 

○ 

(実線15㎝) 
× 

 15.0m以上(4車) 
○ 

(簡易中央帯100cm、実線15cm) 

○ 

(実線15㎝) 

○ 

(破線15㎝) 

            ※図1.7.1参照 

注) 1.車道幅員は、車線+路肩(又は停車帯)+中央帯の幅員とする。 

  2.車道幅員11.0m以上12.0m未満の外側線は、交通環境等を考慮し表示しないことができる。 

  3.片側5.5m～6.5m程度の道路の場合、区画線の設置について検討を行う必要がある。 

 

ドット線仕様 

 

登板車線 

Ａ

Ａ

本線

本線

登坂車線

３ｍ ３ｍ

０
.４

５
ｍ

車線 車線 路肩路肩 登坂車線

１Ｌ　 １Ｌ　Ｌ　９ Ｌ　８
 

図1.7.3 

【H28.04改訂】 
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1.7.4 高規格道路等  

 

(1) 道路標示および区画線の種類 

 

道路標示の種類は、次のとおりとする。 

(1) 路面標示 

1) 車道中央線 

2) 車線境界線 

3) 車道外側線 

4) 舗装路肩標示 

5) 車線数の変更の標示 

6) 導流標示 

7) ノーズの標示 

8) 矢印の標示 

9) トールプラザ標示 

10) ランプ相互の分合流部標示 

11) その他の標示 

 

(2) 垂直面標示 

 

 

【R07.04改訂】 
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(2) 車道中央線 

 

中央分離帯の設置されていない道路においては、道路の中央に車道中央線を設置するものとする。 

標示方法は、実線とし、色彩は白色・黄色で、様式・寸法は次のとおりとする。 

暫定２車線区間にワイヤロープ式防護柵（LD種）を設置する場合は車道中央線を変更するものとする。

標示方法は実線とし、ワイヤロープへの接触を低減させるため、導流レーンマークを適切に設置する

こと。 

 

(1) 様式１（暫定２車線道路） 

  一般地域                     多雪地域   

 

(2) 様式２（２本の実線） 

 

(3) 様式３（２本の実線とワイヤロープ式防護柵（LD種）） 

 

 

 

  車道中央線は往復両方向に交通を通している道路で、交通の流れの方向を往復分離するために道路

の中央に設置するものであり、原則としてこの線を越えて道路の右側部分（対向車線）にはみ出して

通行してはならないことを示すものである。 

 登坂車道が付加されている箇所などでは、道路の幾何学的中央に設けなくてもよい。 

 車道中央線は、次の場合に設置する。 

（２本の実線） 

 両方向とも、車道中央線をはみ出して追越しすることを禁ずる道路の中央に設置する。 

 なお様式において中央部分にチャッターバー等を設置する場合には、両線間の間隔を道路の横断構

成に応じて適宜広くしてもよい。 

 

【R03.04改訂】 
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(3) 車線境界線 

 

片側２車線以上の道路においては、車線境界線を設置するものとする。 

標示方法は破線とし、色彩は白色で、様式・寸法は次のとおりとする。 

(1) 様式１（本線およびランプの境界線） 

 

 

 

注）1： 2＝２：３で 1の基本寸法は次の値を標準とする。 

 

 設計速度（㎞/ｈ） 40以下 50～60 80以上 

 長  さ（ｍ） ４ ６ ８ 

 

(2) 様式２（本線と変速車線あるいは登坂車線との境界線） 

 

 

 

 1： 2＝１：１で 1の長さは３ｍを標準とする。 

 

 

車線境界線は、通行車両を誘導するとともに交通流を円滑にするため各車線を分離し、その範囲を明確

にするものであり、道路を通行する車両は追越し、あるいは付加車線への出入等の場合を除いて、車線境

界線を横切りまたはまたいで通行してはならないことを意味する。 

設計速度80㎞/ｈ以上の道路における標示例を、図1.7.4に示す。 

 

 

 

図1.7.4 
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(4) 車道外側線 

 

車道の両外側には外側線を設置するものとする。 

標示方法は実線とし、色彩は白色で、寸法は次のとおりとする。 

 

 

 

車道外側線は、路肩と車道とを区別して車両の路肩走行を禁止するとともに、通行車両を誘導して安全

かつ円滑な交通を確保しようとするものである。 

車線境界線と同様、車線の範囲を明確にするものであり、通行車両は路肩に停車する場合等を除いて、

車道外側線を横切ったり、あるいは、またいで通行してはならないことを意味する。 

車道外側線は車道中央線、車線境界線とともに視線誘導の効果があるが、特に夜間照明のない道路にお

いて、この効果が顕著であり、路外逸脱事故等の防止に役立つ。 

 

 

(5) 舗装路肩標示 

 

舗装された路肩にあっては、必要に応じて舗装路肩標示を設置することができる。 

標示方法は実線とし、色彩は白色で、様式・寸法は次の値を標準とする。 

 

 
図1.7.5 

 

 

この標示は、車線と、車両が乗り入れることができる構造の路肩とを明瞭に区別するために設置するも

ので、トンネルの前後や幅員が広く車線として用いられる恐れのある路肩に設置するものとする。 
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(6) 車線数の変更標示 

 

車線数が変化する地点では、車線数の変更標示を設置するものとする。 

色彩は白色で、様式・寸法は次のとおりとする。 

(1) 様式１ 

 

 

図1.7.6 

 

(2) 様式  

 

 

図1.7.7 

 

 

車線数が変化するところでは、道路利用者に適確な指示を与えて交通の安全と円滑化を図らなければな

らない。 

特に車線数が減少するところでは、前方に摺り付け区間があることを知らせるとともに、当該個所では

スムーズに合流させる配慮が必要である。 

車線数が変更する個所では、危険が伴い、線の標示だけでは交通を安全に導くのに十分ではないから必

ず標識、デリニェーター等を併用することが大切である。 

車線数の変更標示は、どの車線が変移するかあるいは閉鎖されるかにより、また変移量により多数の形

が可能であるから、各々のケースに応じていくつかの比較設計を行った上で、最適の標示を設置するよう

心掛けねばならない。 

なお、１方向２車線から１車線に縮少する場合には、１車線に絞った上で対面通行させるようにしなけ

ればならない。 

以下に、各様式毎の標示方法の例を示す。 
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(1) 様式１の縞模様は次のように標示するものとする。 

(a) 暫定２車線道路と４車線道路の摺り付け区間 

 

 

図1.7.8 

 

(b) しみ出し水対策 

 摺り付け区間の形状は、ゼブラ区間が除雪できないことから、しみ出し水対策として、できるだ

けゼブラ区間を縮小するものとし、摺り付け区間の形状を下図のとおりとする。 

 

 

図1.7.9 
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(2) 様式２は次のように標示するものとする。 

(a) 出口ランプ付近で摺り付ける場合 

 

図1.7.10 

 

(b) 入口ランプ付近で摺り付ける場合 

 

図1.7.11 

 

注1) ここに Ｌ＝摺り付け長（ｍ） 

   Ｖ＝85パーセンタイル速度（㎞/ｈ） 

  但し、新しく道路を建設する場合で、85パーセンタイル速度の分からない所

では設計速度を用いてよい。 

   Ｗ＝中心線の移程量（ｍ） 

注2) 追越禁止区間長としては、最小追越視距（390ｍ）以上を確保することが望ましい。 
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(7) 導流標示（チャンネリゼーション） 

 

車両の通行路を明確に示して車両を誘導する必要のあるところには、導流標示を設置するものとする。 

色彩は白色で、様式、寸法は次のとおりとする。 

(1) 様式１（線による場合） 

 

 

 

 

(2) 様式２（縞模様による場合） 

 

 
 

 

 

 

Ｗ1＝0.15～0.20 

Ｗ2＝0.15～0.45 

 1＝1.0～3.0 

 1： 2＝1：1～2：3 

（単位：ｍ） 

 

 

 

Ｗ1＝0.15～0.20 

Ｗ2＝0.30～0.45 

Ｗ3＝1.0～1.50 

α＝30°、45°又は90° 

（単位：ｍ） 

 

図1.7.12 

 

 

導流標示は、車道の通行路を示して車両を誘導し、あるいは車両がみだりに車線を変更することを抑制

して、交通の安全と円滑を図るために設けるものであって標示の種類に応じて、それぞれ次の意味をもつ。 

(1) 線による場合 

 道路を通行する車両に対して分流、合流または右左折等の場合、標示に沿って走行することを示す。 

(2) 縞模様による場合 

 道路を通行する車両に対し、標示によって示された島状の部分をまたいだり横切ったりして走行し

てはならないことを示す。 

 導流標示の設置にあたっては、後で述べる矢印の標示を併せて設置するとより効果的である。 
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(8) ノーズの標示 

 

高規格道路等の出入口のノーズ付近においては、ノーズの標示を設置するものとする。 

標示方法は次のとおりとし、色彩は白色で寸法は次の値を標準とする。 

(1) 出口ノーズ標示 

 

図1.7.13 

注１）Ｗは平行式減速車線の場合0.75ｍ、直接式減速車線の場合は1.0ｍ。 

注２）Ｓは原則として減速車線長の1/3以下とする。 

注３）上記２の条件によってＷ＞0.75ｍ or 1.0ｍとなってもよい。ただしこの場合の境界線の間隔は

4.0ｍとする。また、Ｗ＞1.5ｍとなる場合にはＷ＝1.5ｍとなるまでＳの長さを伸ばしてもよい

ものとする。 

注４）境界線の幅のすりつけは１/35～１/40とする。 

 

(2) 入口ノーズ標示 

 

図1.7.14       （単位：ｍ） 

注１）入口ノーズ標示の場合、上図に示す標示方法の他はすべて出口ノーズ標示の注によるものとす

る。ただしバスストップから本線への入口ノーズについては縞模様を省略してもよく、その場

合先端部の標示は図-Ａのように行う。 

 

 

高規格道路等の出口でノーズの標示を用いると、車両がノーズと衝突あるいは接触する危険性を減じ、

また、分離していく交通がスムーズに分岐する適当な角度を指示する中間地帯を作ることになる。 

入口ランプでは、この標示は流入交通が本線通過交通に安全かつ効果的に合流することを促進する。 

ノーズの標示は白色の実線で本線とランプ車線の間にある三角形の中間帯に沿って設置し、中間地帯に

は斜線の縞を施して視認し易くしているが、これは前に述べた導流標示と同様の効用がある。 

斜線の縞は進行方向に45°傾けるものとする。 

流入ランプでは、本線側路肩をノーズから約10ｍの区間、縞を延伸して標示するものとする。 

これは、本線交通に対して合流部があることを予告するためである。 

【R07.04改訂】 



2-1-73 

 

(9) 矢印の標示 

 

交通流の誘導のために進行方向およびその車線を明示する必要があるところでは、矢印の標示を設置

するものとする。 

様式は、次の２種類とし、色彩は白色で、寸法は次の値を標準とする。 

 

(1) 設計速度が80㎞/ｈ以上の道路に対して 

 

 
 

(単位：ｍ) 

 

図1.7.15 
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(2) 設計速度が60㎞/ｈ以下の道路に対して 

   
 

図1.7.16          （単位：ｍ） 

 

 

路面標示はそれ自身道路交通を標示に沿って誘導し、交通流の安全と円滑化を図ろうとするものである

が、場合によっては、各標示だけでは、交通の誘導の効果が不十分であるため、矢印の標示によって進行

方向を明示してやることが必要である。 

一般に矢印の標示を必要とするのは、次のような場合である。 

1) 減速車線および流出ランプ付近の本線の線形が曲線であるため、ノーズの視認が容易でない場合 

2) 車線数が減少する区間 

3) 導流標示が設置してあるところ 

4) 交差点の手前 

5) 「指定方向外進行禁止」標識の補助手段として設置する場合 

流出ランプの場合、標示位置はテーパー始点に矢印の先端が一致するようにし、これを基準として、手

前に１箇所、ノーズ側に２～４箇所標示するものとするが、縞模様先端より30ｍ以上離すものとする。 

 

図1.7.17 

車線数が減少する区間の場合には、車線数の変更標示のテーパー始点に合わせ、これを含めて手前の当

該車線に２～４カ所標示する。 

交差点の手前に設ける場合は、停止線から３～５ｍ手前および20～30ｍ手前の各車線に設置する。 

「指定方向外進行禁止」標識の補助手段として設置する場合も前記に準ずる。 

導流標示が設置してあるところに併用する場合の設置方法は、導流標示の設置例を参照のこと。 
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(10) ランプ相互の分合流部標示 

 

ランプ相互の分岐部、合流部においては、分合流部標示を設置するものとする。 

色彩は白色とし、様式・寸法は次のとおりとする。 

 

図1.7.18 

 

注１）Ｓは５ｍを標準とする。 

注２）車道と側帯との境界線はノーズから30～40ｍの区間でスムーズに摺り付けること。また、舗装

に合わせること。 

注３）ランプ相互の分合流部にはノーズ標示は用いない。 

注４）図中の矢印はマーキングではない。 

 

 

ランプ相互の分岐、合流部では、それぞれの交通を目的方向に安全かつ円滑に誘導するとともに、ノー

ズと衝突あるいは接触する危険性を減ずるために外側線を延長してノーズの存在を認知しやすくするため

の標示を設置する。 

ランプ相互の分岐・合流部付近では、通行車両の走行速度が40㎞/ｈ以下になっているはずであるから本

線からの分岐あるいは本線への合流の場合ほど危険性はないと考えられるので、ノーズの標示のように縞

模様は施さない。 
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(11) その他の標示 

1) 駐車場所の指定標示 

 

路外に車両を駐車させる場合には、当該地区に駐車場所の指定標示を設置するものとする。 

標示方法は次の３種類とし、色彩は白色で様式・寸法は下表の値を標準とする。 

 
図1.7.19 

 

(a) 小型車の場合 1  2 α 

 5.0ｍ 2.5ｍ 30°、45°、60°または90° 

 

(b) 大型車の場合  1  2 α 

 13ｍ 3.25ｍ 60°または90° 
 

 

パーキングエリア等における駐車場では、利用車両に対して駐車場所を指定して、駐車場の有効な利用

を計らねばならない。 

一般に駐車角αが大きいほど１台あたりの所要駐車場面積は小さくなるが、駐車の容易さ、快適さの点

では駐車角が小さい方が優れている。 

また、駐車場全体の形状、寸法、出入口の位置、その他の条件によって、必ずしも直角駐車が最大容量

をもたらすとは限らないので、個々の場合についていくつかの様式の比較設計を行ってみるのがよい。 

広大な駐車場では歩道を備えることが望ましく、その場合、歩道は縁石でかさ上げした構造とする。 
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2) 垂直面標示 

 

交通上障害となるおそれのある車道内またはその近くの構造物等に対しては、垂直面標示を設置する

ものとする。 

様式は黄色と黒色の交互の縞とし、寸法は次の値を標準とする。 

 

        （単位：ｍ） 

     等間隔の場合     黒色の部分を細くする場合 

図1.7.20 

 

 

垂直面標示は、構造物等の一部または全部が道路内にあって、走行する車両が進路を変えなければなら

ないような構造物、道路外にあるが走行する車両に対する側方余裕を少なくし、実質的に車道幅員を狭く

している構造物あるいは高さが建築限界を確保できない構造物等に標示するものとする。 

 

具体的に標示の対象と考えられるものは、次のとおりである。 

(1) 跨道橋の橋台、橋脚もしくは橋桁あるいはそれらの前面に設けられた防護柵。 

(2) 交通島、安全島等もしくはその前面に設けられた防護柵。 

(3) 取付道路よりも幅員の狭くなっている橋梁の親柱、および高欄あるいはトンネルの坑口。 

(4) 車道幅員が狭くなる部分の縁石あるいは曲線部にあるコンクリート壁。 

 

標示にあたっては次の点に留意しなければならない。 

(1) 縞の幅の寸法は、構造物等が大きい場合や車両の接近速度が大きい場合に太くする。 

(2) 橋桁等上方の構造物に標示する場合は、高さをはっきり標示する。 

(3) 道路、鉄道等関係各機関で十分協議した上で決定すること。 
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1.8 道路標識 
 

1.8.1 適用 

 

道路標識の詳細については、『道路標識設置基準・同解説』（令和2年6月（社）日本道路協会）による。 

 

 

道路標識の設置については、道路法第45条第１項に「道路管理者は道路の構造を保全し、又は交通の安

全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない」と定められている。 

道路標識の種類、様式および設置基準に関して必要な事項は、「道路標識、区画線及び道路表示に関す

る命令」（昭和35年12月最終改正平成30年12月内閣府、国土交通省令）（以下「標識令」という。）に定め

られており「標識令」に定められた一定の様式の標識を「道路標識」と呼び、それ以外を「標示板」と呼

ぶ。 

標識の設置に関しては、「標識令」に定めるところによらなければならない。 

標示板も道路標識とともに道路利用者に視覚によって静的な情報を与えることを目的としているが、標

示板は道路標識だけでは伝達することができない案内情報および危険・警戒等の情報を表示して道路標識

の補完をしている。 

道路標識と標示板をまとめて以下「標識等」という。 

なお、「道路標識構造便覧」（令和2年6月 (社)日本道路協会）、観光地や歩行者への案内標識につい

ては、「観光活性化標識ガイドライン」（平成17年6月 国土交通省）、および「道路標識ハンドブッ

ク」（2019年版 (社)全国道路標識・標示業協会）を参考とする。 

 

1.8.2 設置目的 

 

標識等は、道路の通行者に対して必要とする案内、警戒、指示および規制を一定の様式のもとに与え、

交通の安全と円滑を図ることを目的とする。 

また、景観に関しては「景観に配慮した道路附属物等ガイドライン（一般財団法人日本みち研究所 平

成29年）」の趣旨を踏まえた設計が必要である。 

 

 

標識等は見る者に何らかの情報を伝達すると言う意味では一般の商業用の看板と同じであるが、高い公

共性を有するものであること、また交通の安全性に直接係わるものであることでは、その重要性において

本質的な違いがある。 

規制標識は法律に基づいて行われる規制内容を道路利用者に伝達する手段であり、また出入制限された

高規格道路等にあって案内標識は文字どおり道しるべとしての役割を果たし、標識等なしでは安全で円滑

な走行状態は保ち得ない。このため政令によって様式および、その意味、内容の統一が図られ、その他道

路標識として具備すべき条件が定められている。しかし、道路標識のみでは、表示等が不十分なので、こ

れを標示板により補充している。 

道路利用者にとって、標識等の視認は緊張を伴う重要な行為である。したがって標識等はできるだけ必

要最小限とすべきである。特に道路標識を補完する標示板をむやみに設置することは厳に慎まなければな

らない。それは標識等全体の視認力を低下させ、真に必要な情報伝達を阻害することになるからである。 

また、複数の標識を設置する場合は共架による集約を基本とし、むやみに単柱式・複柱式の設置は慎ま

なければならない。なお、既存の標識等においても真に必要な情報伝達かを確認し、視認性に配慮しつつ

共架による集約（撤去を含む）を検討する必要がある。標識の共架をする場合は設計計算により安全性を

確認すること。 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  集約前                   集約後 

 

図1.8.1 標識集約事例 
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1.8.3 分類、型式および設置者区分 

 (1) 一般国道 

 

(1) 標識板の一般的な倍率、設置方法、材料および反射シートを表1.8.1に示す。明度や彩度の高い蛍

光色(レモンイエロー)の使用は、時限的に交通規制が必要な場合や非常用施設等の重要な表示など、

特に注意喚起の重要度が高い箇所に限ることとする。 

(2) 案内標識の設置方式は、一律に決め難く、標識の種類、設置目的、路線の重要度、設計速度、車

線数、周辺の景観資源、着雪対策が必要となる積雪寒冷地では維持管理の容易さなどを勘案のうえ

選定するものとする。路側式標識の採用は、幅員,視距,景観,維持管理状況等の立地条件や現地状況

を総合的に判断する。 

表1.8.1 

標識の種類 
倍率または文字の 

大きさ 
設置方法 

材 

質 

反射シート 

の種類 

案 
 

 
 

 

内 
 

 
 

 

標 
 

 
 

 

識 

名  称 番  号 
片側 

１車線 
多車線 

市 町 村 101 

(30㎝) 

20㎝ 

(30㎝) 

20㎝ 

路側式 

片持式 

ア 
 

 
 

 

ル 
 

 
 

 

ミ 
 

 
 

 

合 
 

 
 

 

金 

ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 

注)4 

著 名 地 点 114－A,B 

主 要 地 点 114の2－A,B 
路側式･添架

式 

方面、方向および距離 105－A,B,C  (30㎝) 

20㎝ 

(40㎝) 

30㎝ 

片持式 注)1 

路側式 

（門型式） 方 面 お よ び 距 離 106－A 

方面および方向の予告 

108－A 
(30㎝) 

― 

(40㎝) 

30㎝ 

片持式 注)1 

路側式 

（門型式） 

108－B 
 

― 
 門型式 

方 面 お よ び 方 向 

108の2－A 
(30㎝) 

20㎝ 

(40㎝) 

30㎝ 

片持式 注)1 

路側式 

（門型式） 

108の2－B 
 

― 

(40㎝) 

30㎝ 
門型式 

方 面 、 方 向 お よ び 道

路 の 通 称 名 の 予 告 
108の3 

(30㎝) 

― 

(40㎝) 

30㎝ 

片持式 注)1 

路側式 

（門型式） 

方 面 、 方 向 お よ び

道 路 の 通 称 名 
108の4    

待 避 所 116の5 1.0倍 ― 

路側式 
駐 車 場 117－A 

(1.3倍) 

1.0倍 

(1.6倍) 

1.3倍 

登 坂 車 線 117の2－A 
(1.5倍) 

1.0倍 

(2.0倍) 

1.5倍 

片持式 注)1 

路側式 

国 道 番 号 118 
(1.6倍) 

1.3倍 
(1.6倍) 

路側式 

道 道 番 号 118の2 
(1.3倍) 

1.0倍 

(1.6倍) 

1.3倍 

道 路 の 通 称 名 119－A,B,C 1.5倍 
(2.0倍) 

1.5倍 
路側式 

ま わ り 道 

120－A 
(1.3倍) 

1.0倍 

(1.6倍) 

1.3倍 

120－B ― ― 
片持式 注)1 

路側式 

警  戒  標  識 
(1.6倍) 

1.3倍 
1.6倍 路側式 

 
注)1. 片持式は、多車線道路などでは路側式に比べて視認性に優れるが、景観を阻害しやすい、着

雪・落雪対策が必要、費用が高い、車両衝突時の損傷が大きいなど課題となる場合もあるため、

路側式についても採用できるものとする。検討にあたっては「北海道のデザインブック（案）」

を参考とする。 

  2. 設置場所の付近に既設の照明灯、横断歩道橋がある場合には、添架式を検討の上利用するこ

とが望ましい。また114の2は信号機への添架を検討し、公安委員会と協議すること。 

 3. 倍率又は文字の大きさのうち、( )内は交通量の多い場合に適用する。 

     多車線の場合20,000台以上/日、2車線の場合4,000台/日 

  4. 警戒標識(208)学校、幼稚園、保育所等ありは、反射式(広角プリズム型)とする。 
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(3) 道路標識板の取付角度は車両の進行方向に対して路側式でほぼ直角(80～90°)、片持式および門

型式は原則として直角とする。なお、鉛直の傾けは、ほぼ鉛直に設置するが、標示板への着雪が交

通安全上支障となる区間については、3°～5°程度傾けて取付けること。 
 

 

【解  説】 

道路標識は、道路構造を保全し道路交通の安全と円滑を図るうえで不可欠な道路の付属物であり、道路

利用者に対して、案内、警戒、規制または指示の情報を伝達する機能を有している。その設置にあたって

は、各種標識の機能を十分考慮のうえで一貫した情報提供がなされるよう体系的に整備するものとする。 

道路標識の設置位置は、除雪等の維持管理の影響を受けない位置に設置することを原則とする。 

道路標識は、次のように分類される。 

 
本標識 

案内標識 

警戒標識 

規制標識 

指示標識  
 

道路標識 

補助標識(本標識に付置して本標識の意味を補足するもの) 
 

表1.8.2 道路標識の設置者の区分 

      種類 

区分 

案 内 標 

識 

警 戒 標 

識 
規 制 標 識 

指 示 標 

識 

道路管理者のみが

設置するもの 
全案内標識 全警戒標識 

 危険物積載車両通行止め、

 最大幅、  自動車専用 

 
許可車両専用、 

 
許可車両(組合せ)専用、

 

 
広域災害応急対策車両専用 

―――― 

公安委員会及び道

路管理者の両者が

設置するもの 

―――― ―――― 

 
通行止め、 車両通行止め、 

 
車両進入禁止、

 
二輪の自動

車以外の自動車通行止め、
 
車両

(組合せ)通行止め、
 
指定方向外

進 行 禁 止 、
 
自 転 車 専 用 、 

 
自転車及び歩行歩行者専用、 

 歩行者専用、  一方通行、 

 
徐 行 、

 
重 量 制 限 、 

 
高さ制限 (最後の二種類につい

ては、公安委員会の設置するものは道

路法の道路以外の道路に限る。)
 

規制予告 

公安委員会のみが

設置するもの 
―――― ―――― 上記以外 ―――― 

 

これは設置義務、権限を明確にしたものであるが、実際の設置にあたっては標識の種類のいかんにかか

わらず道路管理者、公安委員会の両者が十分に協議して法律的な面と交通技術上の要請を調和させるよう

に努めることが必要である。 
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1) 案内標識 

 道路利用者に目的地や通過地の方向および距離を示し道路上の位置を教示し、あるいは旅行者の利

便のため道路の付属施設の案内を行うもので、次のような諸機能を有する。 

① 経路案内-出発地から目的地付近までの経路を案内する。 

(a) 交差点付近における案内 

 予告案内-交差点案内-確認案内(もしくはこのうちいずれか)を行う。 

 

表1.8.3 交差点に設置する経路案内標識の設置目安 

交差道路 

対象道路 
主要幹線道路 幹線道路 補助幹線道路 

主 要 幹 線 道 路 予 交 確 予 交 確 予 交 確 

幹 線 道 路 予 交 確 予 交 確 予 交 確 

補 助 幹 線 道 路 予 交 確 予 交 確 予 交 確 

 

注） 本表は、予告案内標識、交差点案内標識、確認案内標識を、すべて対象道路上に設置する

ものとし整理している。 

対象道路、交差道路の機能分類については、各路線における機能を勘案して決定する。 

予 … 予告案内標識(108-A，B等) 

交 … 交差点案内標識(105-A，B，C，108の2-A，B等) 

確 … 確認案内標識(106-A，118，118の2等) 

○ … 設置すべきもの(ただし、予告案内標識については、対象道路が片側1車線の道路 

 

(b) 単路部における案内 

 当該道路の路線名、行先の方面および距離などの案内を行う。 

② 地点案内-目的地付近の行政境界や地点の案内を行う。 

(a) 行政境界の表示(市町村界、都府県界) 

(b) 著名地点の案内 

(C) 現在地の表示(主要地点) 

③ 道路の付属施設の案内(待避所、駐車場等) 

 

2) 警戒標識 

 警戒標識は、運転者に対して道路または沿道における危険または注意すべき状態を予告し必要な減

速と注意深い運転を要求するものであって、余裕のある運転動作がとれるように十分な距離をおいて

表示し、かつ標識板は昼夜を問わず遠距離から明瞭に視認することができるものであることが必要で

ある。 

 なお、警戒標識は、過剰に設置するとかえって効果を弱めることになるので、設置場所を厳選する

ことが必要である。 

① 道路形状の予告 

(a) 交差点の予告 

(b) 平面線形の予告 

(c) 縦断線形の予告 

(d) 交通流または道路幅員の変化の予告 

② 路面または沿道状況の予告 

(a) 注意すべき施設の予告 

(b) 路面または沿道の危険の予告 

③ 気象状況、動物の飛び出しの予告 

④ その他 
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3) 規制標識、指示標識 

 規制標識は、歩行者、車両等の通行を禁止し、または制限する場合に設置するものである。 

 道路管理者は、必要な場所に道路標識を設置しなければならないとされているが、特に規制標識に

ついては、必要な場所に道路標識の設置を怠った場合は、道路の管理庇疵の責任を問われることがあ

る。 

 各種通行止めの道路標識は、通行を禁ずる区域、道路の区間もしくは場所内の必要な地点における

道路の中央または左側の路端に設置するものとする。 

 また、各種の通行の禁止または制限の規制を行う区間の手前の交差点には、状況により指示標識で

ある「規制予告(409)」を設置するものとする。 

 

4) 標示板の取付角度 

 道路標識は運転者が走行しながら、短時間にその内容を把握、判断する必要があり、設置にあたっ

ては一定のル-ルのもとに設置場所の選定をおこない、特に視認距離、判読距離、運転者の行動等を十

分にとれるように検討しなければならない。 

 また、標示板の取付角度は、車両の進行方向に対して路側式でほぼ直角(80°～90°)、片持式およ

び門型式は原則として直角となるよう留意する必要がある。 

 一方、表示板は一般的には鉛直に設置すれば良いが、積雪地域においては冬期標示板への着雪を防

ぐため、標示板を15°～20°程度傾けると着雪の防止効果が得られる(土木試験所)が、反射性能、視

認角度から3°～5°傾けて取付けることとした。 

 

表1.8.4 路側式標識の取付角度 

標 識 の 種 類 取 付 角 度 例     図 

案 内 標 識 お よ び 警 戒 標 識               道路とほぼ直角 
８０°

９０°
 

規

制

標

識

お

よ

び

指

示

標

識

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 般 的 な 場 合            道路と直角または

斜め ９０°

４５°

 
（ 下 記 以 外 ）             

一 方 通 行            道路と平行または

斜め ０～４５°

 

（ 3 2 6 - A ）             

車 道 の 中 央 に            
道路と直角 

 
設 け る 場 合            

 

5) 路側式 

表示板の設置高さ(路面から表示板の下端までの高さ、ただし補助標識がある場合にはその下端までの

高さ)は、1.80mを標準とする。 

 ただし、積雪地域に設置する標識については、当該地域の積雪深を考慮して1.8m以上の適切な設置

高さとする。 

 また、標識を歩道等(歩道、自転車道、自転車歩行者道)に設置する場合で、路上施設を設置するた

めの帯状の部分がなく、かつ十分な歩道等の幅員を確保できない場合(歩道にあっては最低1.5m程度、

自転車道等にあっては最低2.0m程度より狭い場合)、表示板の設置高さを2.5m以上とする。 
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(2)（高規格道路等） 

 

道路標識の分類、様式および設置者の区分は「標識令」のそれぞれの該当項目による。標示板の分類、

様式および設置者の区分は道路標識に準じて行うものとする。 

 

 

1) 種類、様式 

 標識の種類、様式は「標識令」第２条別表第１および第３条別表第２に示されている。 

 なお、本要領(案)では、高規格道路等に設置する標識として標識令に準拠しながら若干表示内容を

補足した標識および標識令に定められていないものも扱う。 

 標示板の表示様式や設置方法に統一性を持たせるとともに、表示内容が簡潔でしかも道路利用者に

快適な印象を与えるために、標示板の表示様式等に関する基準が検討された。 

 

 標示板の設置に関する基本方針「道路利用者に対する案内標示板等の研究」(昭和62年３月 (財)

高速道路調査会) 

 

① 標示板は道路標識にない表示内容について設けるものとし、道路標識と同意義のものについては、

原則として設置しないものとする。 

② 高速道路が開通してから20年以上経過し道路利用者も高速道路走行に慣れてきたと思われるので、

道路利用者の遵守事項に関する標示板については原則として設置しないものとする。 

③ 警戒および規制の機能を有する標示板は必要なところに必要なものがあればよく、過剰だと効果

が低下する。設置する場合はその効果を十分に検討し、必要な箇所だけに設置する。 

④ 表示方法は国際化への対応および視認性の向上のため、シンボルマークを主体とし、文字主体の

デザインにおいても地名等についてはローマ字の併用を行う。 

⑤ 表示内容を正しく、効率的に伝達するため、同一のメッセージに対しては同一の様式で統一し、

標示板の連続性が保たれていることが重要である。特に通行の安全、円滑化、防災および施設の案

内に関する標示板は原則として統一する。 

⑥ 委員会の検討事項以外の項目…命令口調に対する取扱いについて、標識令に規定されていない標

示板・看板については最近の情勢を受けて極力設置を避けることとするが、やむを得ず設置をする

ときは支障のない限り命令口調は使用しないものとする。 

標示板は上記 ① ～ ⑥の方向に従い設置する。 

本要領(案)に示す標識令の規定外の標示板は以下のとおりである。 

 

 ｢バスストップ｣｢終点｣｢走行車線、追越車線｣｢下り坂｣｢車間距離確認｣｢車間距離確保｣｢法面火災

等防止｣｢チェーン着脱場｣｢トンネル内の非常口｣｢凍結注意｣｢矢印｣｢休憩施設案内標示板｣｢入口方

向の予告標示板｣｢休憩施設の車種ごとの駐車場案内｣｢トンネル内点灯｣｢トンネル再放送｣｢非常電

話予告｣｢投雪禁止区域指定標示板｣等 

 

2) その他 

 標識等による固定情報提供ではないが、道路利用者に対し、道路の情報を知らせる意味で、標識と

同様の目的を有するものに可変情報板および可変式速度規制標識板があるが、このうち道路管理者が

設置する前者については別章に整理する。 

 いずれの場合についても標識との関連が深く設置にあたっては双方の関連性を十分考慮する必要が

ある。 

【R07.04改訂】 
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3) 標識板の色彩 

 標識板の色彩については、図1.8.2に示すように標識令により定められているとおり実施されたい。 

 また、標識令の規定外のものについては、図1.8.3のように白地に緑文字、矢印や図1.8.4のように

注意を喚起する場合には黄色地に黒文字とするのを原則とする。 

 したがって警戒標識はすべて黄色地、補助板は白地に黒文字となる。 

 

 

 

 

図1.8.2 レイアウト参考例 

 

 

 

 

図1.8.3 

 

 

 

 

 

図1.8.4 

 

 

 

 

 

【H30.04改訂】
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1.8.4 標識等の設置（高規格道路（自動車専用道路)及び一般国道） 

(1) 案内標識等 

 1) 案内標識等における表示内容 

案内標識等設置の主目的は位置情報、方面情報等を提供し、確実・迅速に目的地に案内することにある。 

 道路利用者が目的地に達するまでに必要とする情報とそれに対応する標識等を整理すると表1.8.5の

ようになる。 

表1.8.5 案内標識等における表示内容のイメージ 

 

道路上の位置 
道路利用者の判断 

に 必 要 な 情 報         

それに応えるべき 

提供情報の要素         

表 示 す る 内 容 

標 識 等 と の 対 応 体系的に経路を案内す

る必要最低限の情報           
左記以外の情報         

入 

口 

案 

内 

一 般 道 路       

◎自分が向かって

いる入口に関す

る情報 

 

・入口の予告 

 

 

 

・入口名 

・入口番号 

・入口への距離 

・方向 

 

 

 

 

・入口案内標識による。 

 

 

 

経 
 

 
 

 
 

 

路 
 

 
 
 

 
 

案 
 

 
 

 
 

 

内 

単 路 部       

①今、自分が走行し

てる道路に関す

る情報 

②今、自分が向かっ

ている方面に関

する情報 

・走行している路線 

・向かっている方向 

・目的出口の有無 

・目的出口への距離 

 

 

 ・キロポスト 

・確認案内標識による。（方向および距離） 

 

 

 

 

 

③経路上における

現在のおよその

位置を確認する

ための情報 

・現在地 

 

 

 

 

・著名地点 

・路線の境界 

・分岐部名 

・沿道案内標識による。（行政境界、トンネル、

河川等） 

・方面および距離（確認標識） 

・分岐部名の案内標識による。 
分 

 
 

岐 
 

 

部 
 

 

付 
 
 

近 

 

分岐部直前 

(分岐予告) 

④自分が進むべき

方向に関する情

報 

・進むべき路線 

・進むべき方向 

・分岐部への距離 

・路線番号あるいは路線名 

・方向 

・分岐部への距離 

・目標地名 

 

 

・分岐予告案内標識による。 

 

 

分岐部 

(分岐案内) 

④自分が進むべき

方向に関する情

報 

・進むべき路線 

 

・進むべき方向 

・路線番号あるいは路線名 

 

・方向 

・目標地名 

 

 

・分岐案内標識による。 

 

 

分岐部直後 

(確認案内) 

⑤選択した方向が

正しいかどうか

を確認するため

の情報 

・選択した路線 

 

・選択した方向 

 

・路線番号あるいは路線名 

 

・方向 

 

・目標地名 

 

 

 

・⑤の情報を明示的に行い、かつ①、②の情

報をあわせ持つ案内標識へ統一する。 

確認案内標識は、単路案内標識としても機

能する。（確認案内標識） 

出 

口 

案 

内 

出 口 付 近       

⑥自分が目的とす

る出口にいるか

否かを確認する

情報 

 

・出口の予告 

 

 

・出口名 

・出口番号 

・出口への距離 

・出口から行ける

地名および接続

道路 

・出口から行ける地名・接続道路を表示する。 

出口標識通過後、確認標識を設置する。 

 

・出口 

 

・出口名 

・出口番号 
 

・出口案内標識による。 

 

高速道路終点   ・出口名、出口番号、距離  終点表示 

付
属
施
設
の
案
内 

 

 

道路の付属施設の

位置を示す情報 

 

 

 

注１）目標地名：案内標識に表示する行先を示す地名 

車間距離確保、非常電話、非常駐車帯、自動発券機案内、自動支払機案内 

登板車線、トンネル内の非常出口および退避通路 

中央線、走行車線、追越車線、チェーン着脱場、バスストップ 

追越車線予告、ハイウェイラジオ等 

 

休 憩 施 設       

自分が目的とする

休憩施設ランプに

いるか否かを確認

する情報 

・エリア入口の予

告 

・入口 

 

・入口名称 

 

 

 

 

サービスエリアの案内、パーキングエ

リアの案内、休憩施設予告案内標示板、

駐車場表示、身障者用施設（各施設の

案内その他） 

 

 

 

【R07.04改訂】
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2) 案内標識の英語表示方法について 

案内標識には、原則として英語表示の併用を基本とし、固有代名詞を含む名称を表示する場合には、

当該表示の固有名詞の部分の表音をローマ字で表示することとする。 

また、同一の施設については、同一の英語表示をすることとし、表.1.8.6の施設等については、原

則として同表の英語又は略称を用いることとする。 

なお、北海道における道路案内標識表示地名の英語表記の決定にあたっては、「道路案内標識表示地 

名の英語表記規定（案）令和元年８月」を参照すること。 

 

表1.8.6 道路案内標識に用いる英語表記 

 

 

3) 高速道路番号について（高速道路ナンバリングの導入） 

 訪日外国人をはじめ、全ての利用者にわかりやすい道案内の実現を進めるため、平成２９年２月よ

り、高速道路ナンバリングが導入されたことを踏まえ、北海道開発局が管理する高規格道路（自動車

専用道路）および国道に設置する標識に路線名に併せて路線番号を用いて案内する「ナンバリング」

を表記することを原則とする。 

 なお、北海道開発局が管理する高規格道路（自動車専用道路）の該当路線は次のとおりとする。 

 

路線番号 路線名

Ｅ５
北海道縦貫自動車道

〔道央自動車道等〕

Ｅ５Ａ
北海道横断自動車道（黒松内～札幌）

〔札樽自動車道等〕

Ｅ３８
北海道横断自動車道根室線（千歳恵庭～釧路東）

〔道東自動車道等〕

Ｅ３９ 旭川・紋別自動車道

Ｅ４４ 北海道横断自動車道根室線（釧路東～根室）

Ｅ５９ 函館・江差自動車道

Ｅ６０ 帯広・広尾自動車道

Ｅ６１
北海道横断自動車道網走線（本別～網走）

〔道東自動車道、十勝オホーツク自動車道等〕

Ｅ６２ 深川・留萌自動車道

Ｅ６３ 日高自動車道
 

図1.8.5 高速道路番号（高速道路ナンバリング）該当路線と路線番号 

 

    板面内に収める場合の文字変形率は、「道路標識ハンドブック（（一社）全国道路標識・標示業協会）」

に示されている８０％までの加工を参考とする。そのほかのナンバリングの規格・表記方法等は現地の状

況および視認性を考慮して検討するものとする。 

【R07.04改訂】 
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(1)-1 一般道路に設置するもの 

 

1) フルインターへの誘導 

 

高規格道路（自動車専用道路）の入口に至る一般道路の主要な交差点およびその途中においては、そ

れぞれ「入口の方向（103-Ａ）」、「入口の予告（104）」に案内するインターチェンジの番号、インターチ

ェンジ名称を付記した標識および「方面および方向（108の２-Ｃ）」の標識を設置し、インターチェンジ

入口への誘導を行うものとする。 

 

 

高規格道路（自動車専用道路）への誘導は、インターチェンジ間隔、高規格道路（自動車専用道路）の

路線密度、住居の密集度を考慮して検討するものとする。 

インターチェンジを利用する近傍都市（インターチェンジよりおよそ10㎞以内の距離にある原則として

市または人口5,000人以上の町）および著名な場所あるいは幹線道路の交差点を選定し、そこから高規格道

路（自動車専用道路）に至る主要な一般道路の交差点および複雑な交差点においてインターチェンジ入口

の方向を表示するものとする。 

誘導する道路は、その構造（幅員、舗装など）、交通状況などについて他の道路管理者、公安委員会の

意見を聞いて慎重に選定しなければならない。 

ときには、交通の混雑する市街地を迂回するとか小型車と大型車を分けて別のルートで誘導することを

考慮する必要がある。 

誘導する道路が決定したらその道路の交差点で直進、右折、左折を表示するが、直進については、交差

点が小さく、直進すべきことが明らかである場合には設置を省略することができる。 

実際の設置位置としては交差点にできるだけ近い位置に設置するのが望ましいが、既設の標識、その他

路上施設があって設置できない場合には交差点の手前30ｍ以内の地点であれば移動させてもよい。 

このとき、市街地などでは小路との交差が多いのでこれと誤認しないように注意しなければならない。 

また、街路樹が繁茂したとき標識が隠れることのないよう注意しなければならない。 

右折、左折については、交通量が多く、広幅員で重要な交差点の場合には、150～200ｍ手前に（103-Ａ）

の予告をする標識（図1.8.8）を設置する。 

市街地等では必要に応じて500ｍ先右折（103-Ａ）の予告（図1.8.8）を設置してもよいものとする。 

表示内容は、標識令によれば「深川留萌道」「日高道」等、道路名のみを表示することとしているが、こ

れに案内先のインターチェンジの名称および番号を加えるものとする。これは、道路利用者が行動する場

合、インターチェンジ名が当面の目標となるため自分が向かっているインターチェンジ名が分かるように

して欲しいという要望が強いためである。 

２㎞予告標識は高規格道路（自動車専用道路）の案内を始めてからおよそ２㎞間隔で設置するものとす

る。２㎞手前からの予告、４㎞手前からの予告、６㎞手前からの予告…。 

近くに図1.8.6の標識がある場合には設置を省略する。（図1.8.10参照） 

【R07.04改訂】
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図1.8.6 入口の方向（103-Ａの変形）レイアウト参考例 

 

 

 
図1.8.7 入口の予告（104の変形）レイアウト参考例 

 

 

 

 
図1.8.8 「入口の方向」の予告（103-Ａの変形）レイアウト参考例 

 

なお、インターチェンジ番号とインターチェンジ名称の表示方法について、番号については、外国人の

利便を重視して表示することとし、その表示方法は本線のインターチェンジ案内に用いるのと同じもの

（白地の四角の中に番号）をシンボルとして用いる。 

行先によって異なったインターチェンジを利用する場合には各々別々の標識を並べて標示するか、ある

いは下図のように下半分にインターチェンジ番号とインターチェンジ名称を表示するものとする。 

この場合には上下白地の部分と、緑地の部分の比率を変えることができるが、デザイン的には非常に難

しいので、十分検討して視認性のよいデザインとすることが重要である。 

【H30.04改訂】
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図1.8.9 入口の方向（103-Ｂの変形）レイアウト参考例 

 

標識板の大きさは1,500×1,500㎜を基準寸法として道路の幅員、重要度に応じて表1.8.7に示す寸法の

大きさを標準とする。 

視認性を第一に考えて正方形とし、上半分を白地、下半分を緑地とし、高規格道路（自動車専用道路）

のシンボルとして遠方からでも、高規格道路（自動車専用道路）に関する案内標識であることが一目で理

解できるようにデザインする。 

なお、交通量、標識の見えやすさ、付近あるいは隣接する他の標識の大きさ等を考慮して、標識板寸法

を１ランク上げることができる。 

文字数の多いインターチェンジの場合など、デザイン上の必要性がある場合も検討のうえ、１ランク上

げることができるが、標準タイプについては形状は正方形とし、長方形とはしない。 

 

表1.8.7 標識板の大きさ 

標識板寸法 

上段：路線番号1桁 

下段：路線番号2桁 

主要幹線道路 
幹線道路及び 

補助幹線道路 

支柱形式及び 

照明方法  用地等に余裕があ

る場合は路側式（複

柱式）で設置してよ

いものとする。 

注）車線数は上下線

合計である。 

2,400×2,400 

2,400×2,900 
６車線以上  

片持式 

路側式（複柱式） 

反射式（広角プリズム型） 

1,800×1,800 

1,800×2,150 
４車線 ６車線以上 

1,500×1,500 

1,500×1,800 
２車線以下 ４車線 

（文字高は板の大きさに比例して大きくするものとする） 

 

市街地案内標識は、原則として全面反射とし、照明は行わない。 

ただし、インターチェンジ入口の方向標識（図1.8.6）は反射式（広角プリズム型）を原則とする。 

インターチェンジ入口直近の案内標識は１ランク板サイズを上げてもよいものとする。 

主要道路とは、主として通過交通に供している幹線道路をいう。 

補助道路とは、主として幹線道路へのアクセス道路あるいは誘導道路をいう。 

【R07.04改訂】 
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図1.8.10 予告標識の設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.8.11 方面および方向（108の２-Ｃ）レイアウト参考例 

 

 

インターチェンジの形が複雑で方向が分かり難い場合には、（108-２-Ｃ）を分岐端の手前300ｍ以内の

地点に設置する。 

表示内容は実際の道路の形を図案化し道路名と二つの行先地名を表示する。 

大きさは3,500×3,500㎜を標準とする。 

反射式（広角プリズム型）を原則とする。 

また、「入口の方向」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「出口」等

の案内標識の矢印は白色とされているが、行き先方面の案内を明確化し、交通の安全と円滑を図るため必

要がある場合において、白色以外の色を使用することができる。 

 

 

2) ハーフインター等への誘導 

 

ハーフインターチェンジなどで、行先方面が限定される場合には、インターチェンジ名称と行先地名

の両方を表示するものとする。 

 

 

取付道路が一つで方向が限定されるハーフインターチェンジ等では方向を分離する以前は方向を表現せ

ず、インターチェンジ名称のみ表示する。 

つまり、方向が分離しないうちは、標準タイプの表示を行うこととなる。 

【R05.04改訂】 
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ただし、ランプの幾何構造および道路構造の関係で見通しが悪く、ランプの位置確認が難しくオフラン

プへ誤進入するおそれがある場合は、インターチェンジ手前に図形表示によって道路利用者にインターチ

ェンジの形状のイメージを与えてもよいものとする。 

入口の直近に到達して方向別に道路利用者を案内する。案内する市街地標識の設置範囲、間隔等は、標

準タイプに準ずるものとする。 

 

 
 

図1.8.12 ハーフインターチェンジ等の入口の方向案内レイアウト参考例 

 

 
 

図1.8.13 ダイヤモンドインターチェンジ入口の方向案内レイアウト参考例 

 

図1.8.12はハーフインターチェンジおよびダイヤモンドインターチェンジ両方に適用できる。 

 

 
 

図1.8.14 ダイヤモンドインターチェンジにおける市街地案内標識レイアウト参考例 

【H30.04改訂】 
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方向別に取付道路の異なるハーフインターチェンジでは、高規格道路（自動車専用道路）からかなり離

れており、二つの異なる方向のインターチェンジに到達できる地点においてもインターチェンジ名称と行

先地名を列挙して表示する。 

インターチェンジ近傍においても方面およびインターチェンジ名称の両方を表示するものとする。 

ハーフインターチェンジが連続する区間では、ハーフインターチェンジごとに別のインターチェンジ名

称をつけ、インターチェンジ名称が変わるごとにインターチェンジ番号も変えるものとする。 

 

 

 

同一インターチェンジで方向別に道路名が違う場合、デザインを検討する必要がある場合もある。 

 

 

 

図1.8.15 ハーフインターチェンジ等の入口の方向の予告レイアウト参考例 

 

 
 

図1.8.16 ハーフインターチェンジの入口の方向案内レイアウト参考例 

 

 

【R07.04改訂】 
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図1.8.17 ハーフインターチェンジの入口の方向レイアウト参考例 

 

 

 

図1.8.18 ハーフインターチェンジの案内標識設置例 

 

標識板の大きさは2,100×3,000㎜（片方向のサービスの場合は、2,000×1,500㎜）を基準寸法として道

路の幅員、重要度に応じて決定する。 

なお交通量、標識の見やすさ、付近あるいは隣接する他の標識の大きさ等を考慮して、標識板寸法を１

ランク上げることができる。 

文字数の多いインターチェンジ名称の場合などデザイン上の必要性がある場合も検討のうえ、１ランク

上げることもできる。 

ハーフインターチェンジ等の市街地案内標識の形状については、長方形となってもやむを得ない。 

インターチェンジ入口直近の案内標識は１ランク板サイズを上げてもよいものとする。 
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3) 一般道路標識との合体表示 

 

標識の乱立を防ぐとともに、一般道路標識と一体となった市街地案内を行うために一般道路標識に高

規格道路（自動車専用道路)の通称名を案内する場合には、高規格道路（自動車専用道路)の通称名を緑

地に白文字で表示することができる。 

 

 

道路の標識としては、「方面および方向の予告（108-Ａ、Ｂ）」、「方面および方向（108の２-Ａ、Ｂ）」

「方面、方向および道路の通称名（108の４）」が該当する。 

合体表示するとき、高規格道路（自動車専用道路)の通称名を示す文字は、角ゴシック体とし、これ以外

の文字は丸ゴシック体とするが、路線番号はシンボルをそのまま用いるものとする。 

合体表示は道路名のみによる市街地案内なので合体表示の文字高は、一般道の案内地名と同程度以上を

確保するものとする。 

インターチェンジ名称による表示は地名と混同する恐れがあるので好ましくない。 

 

 
 

図1.8.19 108系の標識に高規格道路（自動車専用道路）の通称名を表示したレイアウト参考例 

 

市街地案内標識は合体表示を基本とし、合体表示ができない場合は単独設置を考えるなど、全体の標識

整備のバランスを考えるものとする。 

一般道路単路部や交差点付近などでは、既設の標識や看板類，既に標準的な市街地標識が設置されてい

る場合があることから、新たに単独柱を設置すると案内が煩雑になるばかりでなく視認性を悪くなること

もある。よって、市街地案内標識は、原則、合体表示で高速道路を案内するものとする。 

高速道路の標識を一般道路標識と独立して設置する場合は①一般道路標識の門型等に併設するスペース

があるかどうか、②適切な位置への設置が可能かどうか、③他の標識等との関係で独立させて設置すると

煩雑にならないかどうか等に配慮する必要がある。一般道路標識に高速道路等の通称名を表示する場合は、

前後の高速道路等の入口案内における情報量と考え合わせ、情報量の不足等で問題とならないよう配慮す

るものとする。景観を考慮する必要がある場合には標識の乱立を防ぐために合体表示で案内することを推

し進める。 

なお、特に周辺の景観に考慮する必要がある場合には、標識の乱立を防ぐために一般道路標識に高規格

道路（自動車専用道路)の通称名を表示し案内することが望ましい。 

また、「入口の方向」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「出口」等

の案内標識の矢印は白色とされているが、行き先方面の案内を明確化し、交通の安全と円滑を図るため必

要がある場合において、白色以外の色を使用することができる。 

 

 

4) 路線名等の表示方法 

 市街地案内表示には道路名称を、合体表示および分岐案内表示には通称名および英語表記を行うも

のとする。 

 なお、案内標識に表示する北海道ブロック内の目標地は、北海道開発局のホームページにて公開し

ている「北海道ブロック内の目標地の分類（案）」を参照すること。 
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